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裁判所時報 令和6年7月1日第1841号

最高裁判所長官挨拶

社会のデジタル化の一層の進展、特にコロナ禍に伴

う行動の制約の下でのデジタル技術の活用は、従来の

仕事の仕方や人と人との関わり方を大きく変容させ、

国民の価値観や行動様式の多様化を加速させました。

裁判制度が、国民から信頼され、法の支配を支える基

盤であり続けるためには、裁判の本質を見据えつつ、

このような価値観や行動様式の変化等を敏感かつ的確

に捉え、柔軟に、そして大胆に諸課題に対応すること

が不可欠です。現在取り組んでいる裁判手続のデジタ

ル化や裁判所組織の見直しも、そのような対応の一環

にほかなりません。

裁判運営の改善に当たっては、既存の運用や基とな

る考え方に対する批判的検証が不可避であり、現状変

更に対する抵抗感を伴います。これを克服して建設的

な検討を進めるには、経験や世代の違いを超えた率直

な意見交換、新たな挑戦による「失敗」の価値を認め、

これを組織的な「財産」とするチャレンジ精神の醸成

が不可欠です。

その検討においては、担当する事務の経験年数が少

ない者がいることや、子育て、介護、ライフスタイル

の多様化などの事情から執務に充てる時間に制約があ

る者も増えているといった現実を直視し、裁判官を含

む裁判所職員全体が、無理なく適正な事務を遂行でき

るような事務の方法やマネジメントの確立が求められ

ます。合理的で適正な事務の確保や裁判所職員の研さ

んの支援のため、事務処理に必要な知識やノウハウを

組織的に共有する仕組みの整備も必要です。

利用者の視点からは、裁判に要する時間は紛争解決

に要するコストであり、内容の適正さとともに、紛争

解決手段としての裁判に対する信頼に関わる要素です。

民事訴訟事件や裁判員裁判対象事件の審理期間の長期

化傾向が続き、近時は家事調停事件の長期化も指摘さ

れています。その要因は様々ですが、これまでの経過

を踏まえると、審理を合理化、効率化して利用者や裁

判所の負担を全体として軽減することが現実的な対応

策であると言えます。そして、このように負担を軽減

することは、デジタル化後の記録検討の負担への対応、

重大な事件への的確な対応や研さんのための余力の確

保等のためにも有効であり、ひいては､裁判の質の更

なる向上につながると考えられます。

デジタル化が先行する民事訴訟では、既にウェブ会

議による争点整理等が約8割の事件で実施されていま

す。この間、争点整理を合理的、効率的に行うための

検討が重ねられた結果、序鵬で口頭議論を行って争点

の大枠の認識を共有する手法の有効性が確認され、各

裁判官がこの手法を実践し、その効果や課題等につい

ての経験を交換し蓄積するという段階に移行していま

す。今後は、新たな手法の実践に対する抵抗感や不安

感を軽減し、成功例や失敗例を率直に共有し、アイデ

アや助言を得られる場の設定など、新たな検討段階に

即した支援態勢が必要です。書記官事務についても、

合理的、効率的な審理の実践にその専門性を生かせる

よう、デジタル化後の事務フローを想定した検討を加

速させることが求められます。

家事事件の分野では、家族法制の見直しを中心とす

る民法等の一部を改正する法律の施行に向けた準備と

ともに、現行法下での事件処理においても、家庭裁判

所調査官の専門的知見の効果的な活用や、制度趣旨に

沿った適切な判断を迅速に行うための判断枠組みを踏
まえた審理運営が必要です。多様で多数の事件を取り

扱う家事事件では、僅かな非効率が累積して大きな負

担になることから、その対応力を強化するためには家

事事件全体の審理の合理化、効率化を図り、必要な人

的・物的態勢を検討していく必要があります。ウェブ

会議は、審理の迅速化や家事事件利用者の物理的・心

理的負担感の軽減にも有効なツールであり、効果的に

活用することが望まれます。庁の規模が比較的小さく、

一人が多種多様な事件を担当することの多い家事事件

では、必要な知識やノウハウ等を的確に共有する態勢

の整備が特に重要であり、より規模が小さい部署で取

り扱われている少年事件では一層切実な問題です。

裁判員裁判対象事件の公判前整理手続の長期化の問

題については、手続を主宰する裁判官の間で争点整理

の到達目標について改めて議論するなど、裁判所側で

対応可能なものから取り組むことが現実的です。デジ

タル化後の審理を見据えると、争いのある裁判員裁判

非対象事件でも人証中心、公判廷中心の審理の実践が

不可欠です。

裁判事務及び司法行政事務は、いずれも裁判所の紛

争解決機能の充実強化に向けられています。これを担

う裁判所職員の職務内容は、その専門性にふさわしい

中核事務に注力できるものとし、ワーク・ライフ・バ

ランスにも配慮した形で柔軟に働くことのできる環境

を整備することが大切です。
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裁判所職員の一人一人が、国民から負託された裁判

所の紛争解決機能を支えているというプライドを持っ

て、真蟄に職責を果たすことを期待して、私の挨拶と

します。

以上

鐙
唾＝
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◎高齢者叙勲

記事
別紙「高齢者叙勲」のとおり

◎広報テーマ(8月分）
◎叙位。叙勲（4月分、死亡者のみ） ’

蒲団鯛,① ‘蝉怠熱…
1

1
別紙「叙位・叙勲（令和6年4月、死亡者のみ） 」

のとおり

裁判員経験者の声を聞いてみたよ I

◎人事異動令和5年から裁判員に18歳、 19歳も選ばれるようになった ＝－、

働けど､ 18歳､19韻のみなさんは実際に裁判員を経験して （
どうだったかニャ･?意見や感想を教えてほしいな認

口諭辮に対する考えの甘さや法篠の箪さを裏諏ること
学皇

口瀞蕊籍撫職淵繍識難だき、
黒猛

ナーーー、

轡
フムフムなるほど～鞄
他の戴判員や裁判官との評議はどうだったかニャ？ イ

向燕錆繊礁鰯溌べて改めて人によって雪え
"0－fアルパイI‘

○鑿轆鍵蕊鰯纈蕊潅聞く鵜や倉分の韓
学生

勤
教えてくれてありがとう1
その他でなにか思ったことはあるかﾆｬ？ （

⑧撫鯛?駕鯉醐討謝腎ﾘ轍
あるのだと知れてよかった》

毯判貝の経験が日常生活に活かさｵrているだなんて鷲いたニャ！ ．
良い経験だった､栽験してよか韮と思って《ｵrている方が多いみた

織
いでうれしいニャ甥

次のページでは、載判所で行われている戦判災経験者との滝兄交
で栽判頁経験者か‘ら鰭られた若い方へ向けたメッセージを組介する

名古屋高等裁判所判事

富山地方・家庭裁判所長 吉田彩

富山地方・家庭裁判所長

横浜地方裁判所判事 中山大行

横浜地方裁判所判事

東京高等裁判所判事 佐藤卓生

定年退官

古川簡易裁判所判事 高倉篤暦

依願退官

さいたま地方・家庭裁判所判事 森田初恵

（以上6月5日）

定年退官

知的財産高等裁判所判事 東海林保

（6月6日）

知的財産高等裁判所判事

山形地方･‘家庭裁判所長 中平健

山形地方・家庭裁判所長

さいたま地方・家庭裁判所川越支部長 原克也

さいたま地方・家庭裁判所川越支部長

東京高等裁判所判事 松本明敏

（以上6月7日）

定年退官

東京簡易裁判所判事 岡野清二

（6月9日）

東京地方裁判所判事補

山形地方・家庭裁判所判事補 佐々木康平

（6月12日）

定年退官

松江地方・家庭裁判所長 松井千鶴子

（6月17日）

松江地方・家庭裁判所長

大阪地方・家庭裁判所堺支部長 西村欣也

大阪地方〃家庭裁判所堺支部長

大阪高等裁判所判事 山地修

（以上6月18日）

三

一コ略軋

＝琴 i奇

’ 慰見交換会は法葡三者（栽判官、検察官､，弁渡人）が集まり、裁判貝経験者
に裁判貝制度についての率亜な愈児や感恕を裾っていただく場孟その概要
は戟判所のウェブサイトにも掲範されています。

鶴､御,霞:"…雷｡,…i".….､順,.…,鵬.卿""卿ﾊ卿…"‘蕊意見交換会開催概要はこちら

i意見交換会の場で語られた

経験者から若い方へ向けたメッセージを総介します！

。若い方の意見を栽判所の人も穣極的に聞きたいと思っているし、自分の意
兄が無駄にならず、大事な一票として生かされるから菰極的に穆加してほし
い。分からないところは教えてもらえるので、安‘曾して奉加してほしい。１

１
・ニュースや新聞など報逝を見る目が変わった．若いときに裁判貝栽判を経
験できれば、もっと視野が広くなり、社会全体を見れるようになると思う。
自身のためにもなるのでぜひ患加してほしい。

．若い人ならではの視点からの露見があるからこそ、周りの人も気付くこと
がたくさんあると思いますし、皆さんしか出せない答えが出せると思います
ので、皆さんが裁判貝に選ばれた際には、ぜひ参加してみてください。

我判鼠は、衆蝋院艤貝の避挙権がある方て・あれば、原則としてだれ
て・も選ばれる可能性がありま市。
栽判貝制度は、法律の専門家ではない国民のみなさまに参加してい
ただくことに窓較のある制度です。
欝梯の菰極的なご参加をお願いします。

q裁判頁制度をもっと鰈し<お知りになりたい方へ！

ウェブサイトはこちら

裁判員制度ウエブサイト
httpsWWww･saibanin･Eourts,go・jp/index,html 鱸

腿

錘
画
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◎
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

◎
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
六
年
六
月
一
二
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
二
号
）

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
が
、
令
和
六
年
六
月
十
二

日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
最
近
に
お
け
る
経
済
事
情
の
変
動
に
鑑
み
、
証
人
等
の
日
当
の
最
高
額
を

引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
規
則
は
、
本
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
及
び
新
旧
対
照
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

《
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

（
規
則
本
文
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

最
高
裁

判

所
規

」

則

標
記
の
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
が
、
令
和
六
年
五
月
二
十
四
日
に
公
布
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
は
、
子
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
子
の
養
育
に
つ
い
て
の
父
母
の

責
務
に
関
す
る
規
定
の
新
設
、
父
母
が
離
婚
し
た
場
合
に
そ
の
双
方
を
親
権
者
と
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
親
権
に
関
す
る
規
定
の
整
備
、
子
の
監
護
に
要
す
る
費
用
の

支
払
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
の
拡
充
、
家
事
審
判
等
の
手
続
に
お
け
る
父
又
は
母
と
子
と

の
交
流
の
試
行
に
関
す
る
規
定
の
新
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
附
則
第
一

条
に
よ
り
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
法
文
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
付
け
最
高
裁
家
二
第
五
三
六
号
で
通
知
し
た
と
お

り
で
す
。
）

◎
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
新
旧
対
照
条
文

《
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
つ
い
て
》（
令
和
六
年
五
月
二
四
日
公
布
法
律
第
三
三
号
）

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
２
の
と
お
り

法

律

等
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和6年4月、死亡者のみ）

元東京家庭裁判所少年訟廷管理官 中田 晴明 4.1

正五位

瑞双

元日本弁護士連合会理事 永井弘通 4. 1

従五位

元日本弁護士連合会常務理事 増田義憲 4.4

従五位

旭小

元広島地方裁判所刑事次席書記官 安田 弘 4.4

従五位

瑞双

元福島家庭裁判所郡山支部主任書記官 石田正彦 4.5

従六位

瑞双

元最高裁判所判事 才口 千晴 4． 17

従三位

仙台高等裁判所判事 小林久起 4．20

正四位

瑞中

元前橋家庭裁判所長 加藤
一

隆 4．24

正四位

元日本弁護士連合会常務理事 柴田 眞里 4．27

従五位

旭小
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（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
、

民
躯
訴
舩
法
第
百
八
十
七
条
輔
一
頃
（
こ
れ
を
準
用
し
、

又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審

尋
を
し
た
参
考
人
及
び
率
実
の
調
査
の
た
め
に
裁
判
所
か

ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
川
判
到
引
司
呵
刊
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人

民
事
訴
舩
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
一
条
関
係
Ｉ
民
聯
訴
舩
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
蒟
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

、
査
証
人
及
び
同
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準

用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
蝸
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害

紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十

二
条
の
三
十
二
節
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て

は
一
日
当
た
り
制
判
川
州
司
吋
Ⅶ
以
内
と
す
る
。

新

（
証
人
竿
の
日
当
の
額
）

第
七
条
法
第
・
一
十
二
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
鉦
人
、

民
砺
所
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、

又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審

尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
岡
査
の
た
め
に
裁
判
所
か

ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
川
判
判
叫
剛
以
内
、
鑑
定
人
、
通
駅
人
、

査
証
人
及
び
同
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用

し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害
紛

争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
二

条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
脱
明
者
に
つ
い
て
は

一
日
当
た
り
制
判
川
司
司
叫
抑
以
内
と
す
る
。

旧

－2－ －1－

篤
三
条
関
係
ｌ
人
身
保
鰻
法
に
よ
る
国
選
代
理
人
の
旅
費
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
晶
商
裁
判
所
規
則
第
二
十
三
号
）

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
三
条
法
第
四
条
鯆
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
川
判
型
斗
司
叫
判
以
内
、
艦
定
人
、
通
訳
人

又
は
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
Ｈ
副
河
川
司
副
別
以
内

と
す
る
。

第
三
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
判
到
呵
川
刮
副
叫
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
二
条
関
係
ｌ
刑
躯
の
手
続
に
お
け
る
証
人
等
に
対
す
る
給
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

新 新

〈
証
人
等
の
日
当
の
額
）
・

節
三
条
法
第
四
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
旺
人
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
川
軋
以
叫
剛
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又

は
翻
駅
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
刊
到
川
測
司
副
剛
以
内
と

す
る
。

第
三
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
倒
判
刈
副
副
川
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

旧 旧

－4－ －3－



第
五
条
関
係
Ｉ
参
与
員
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）

第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
４
斗
刎
刮
．
剛
剛
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
六
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
斗
剴
判
叫
司
刺
Ⅶ
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
四
条
関
係
Ｉ
司
法
委
員
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
二
十
九
号
）

新新

鋪
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
剖
Ｊ
刈
呵
司
司
剛
剛
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
六
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
斗
剴
判
凹
司
副
別
以
内
に
お

い
て
、
栽
判
所
が
定
め
る
。

旧旧

－5－－6－

第
七
条
関
係
ｌ
執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
商
栽
判
所
規
則
第
十
五
号
）

第
六
条
関
係
Ｉ
艦
定
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
一
・
年
最
研
裁
判
所
規
則
輔
四
号
）

（
日
当
の
支
給
基
鵡
放
び
額
）

第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
対
判
判
司
凹
Ｈ
制
刷
以
内
に
お

い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

（
立
会
人
の
日
当
等
）

第
三
十
八
条
立
会
人
の
日
当
（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号

）
は
、
到
判
判
叫
司
。
ｕ
判
別
以
内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に

よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

２
（
略
）

（
評
価
人
の
日
当
等
）

第
四
十
条
前
条
第
一
号
の
日
当
は
、
ｄ
判
川
州
司
叫
叫
以
内
と

し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

新 新

（
立
会
人
の
日
当
等
）

第
三
十
八
条
立
会
人
の
日
当
（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号

）
は
、
迅
判
剖
叫
副
計
画
判
別
以
内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に

よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

２
（
略
）

（
評
価
人
の
日
当
等
）

第
四
十
条
前
条
第
一
号
の
日
当
は
、
矧
判
川
口
司
刎
判
以
内
と

し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

（
日
当
の
支
給
荘
準
及
び
額
）

第
七
条
（
賂
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
利
判
川
Ｎ
Ｈ
ｍ
Ⅶ
以
内
に
お
い

て
、
栽
判
所
が
定
め
る
。

旧 旧

－8－ －7－



第
八
条
関
係
Ｉ
狼
判
員
の
参
加
す
る
刑
砺
栽
判
に
側
十
る
規
則
（
平
成
十
九
年
殿
商
叙
判
所
規
則
第
七
号
）

（
独
判
員
等
の
日
当
・
法
第
十
一
条
等
）
’

第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
栽
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
つ
い
て
は

一
日
当
た
り
斗
剴
到
引
司
刺
川
以
内
に
お
い
て
、
戦
判
員
等
迩

，
任
手
統
の
期
日
に
出
頭
し
た
避
任
予
定
叙
判
風
及
び
栽
判

風
候
補
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
一
り
川
判
判
ゴ
引
剛
以
内
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
所
が
定
め
る
。

２
～
４
（
略
）

新

－

（
裁
判
員
等
の
日
当
・
法
第
十
一
条
等
）

第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
心
裁
判
瓜
及
び
補
充
裁
判
員
に
つ
い
て
は

一
日
当
た
り
剖
剴
割
副
剛
以
内
に
お
い
て
、
裁
判
貝
等
避
任

手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
選
任
予
定
裁
判
貝
及
び
栽
判
員

候
補
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
川
判
到
副
剛
以
内
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
所
が
定
め
る
。

２
～
４
（
略
）

旧

』
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民
払
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
室
新
旧
対
照
条
文

目
吹

一
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）
．
：
．
．
．
．
．
．
．
・
・
・
・
・
・
・
．
．
．
・
・
．
．
．
．
．
…
：
．
…
：
．
・
・
…
．
．
．
…
：
．
：
，
．
：
…
：

二
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
鯛
四
号
）
（
期
二
条
関
係
）
．
．
．
・
・
：
．
…
．
．
．
。
．
，
：
．
…
．
．
．
…
：
．
．
．
．
．
…
．
：
．
．
．
．
．
．
．
．
…
…
・
…
．
、

三
人
事
翫
舩
法
（
平
成
十
諏
年
法
律
第
百
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）
：
⑥
．
…
…
．
…
．
．
…
：
：
…
…
・
・
．
…
．
．
。
．
．
．
．
．
．
．
・
・
・
．
．
．
．
．
．
．
．
．
…
．
・

四
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
第
四
条
関
係
）
．
：
．
‐
‐
。
．
：
；
…
…
…
。
．
．
。
…
．
：
．
…
．
…
．
、
…
：
…
…
：

五
戸
施
法
（
昭
和
『
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）
．
‐
：
‐
．
‘
‐
‐
◇
…
：
‐
・
…
．
…
．
‐
…
：
…
．
．
：
．
・
：
．
：
…
、
…
．
・

六
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）
：
，
．
‐
・
〃
：
。
，
．
…
‐
・
‘
．
．
．
．
．
…
…
，
：
。
：
．
．
．
：
．
：
．
．
．
：
，
・

七
民
事
蛎
訟
費
卿
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
附
則
鰯
十
条
関
係
）
…
・
…
・
・
・
・
・
…
…
↑
…
。
．
．
…
：
．
…
．
．
・
・
・
．

八
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）
．
：
…
．
．
．
・
・
…
．
．
．
…
：
…
，
．
：
。
：
：
．
，
，
：
：
…
：
：
，
、

九
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）
…
．
．
．
・
・
・
・
…
．
．
．
．
。
．
．
．
．
．
．
：
．
．
．
．
…
。
．
．
↑
：
・
・
：
・
・
．
．
：
…
．
…
：

十
法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
鶴
の
防
止
等
に
関
す
る
怯
柿
（
令
和
四
年
法
律
第
百
五
号
）
（
附
則
鋪
十
一
条
関
係
）
．
．
．
．
．
．
．
．
：
．
．
：
．
．
．
：

十
一
国
際
的
な
子
の
騨
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

十
二
民
事
麟
艶
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
十
三
条
間
係
）
‐
‐
〃
．
．
．
；
．
‐
‘
…
：
；
．
：
．
‐
‐
．
．
‐
‐
‐
‘
‘

十
三
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
俗
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
回
る
た
め
の
関
係
法
律
の
監
伽
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
三
号

）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）
：
：
：
：
．
‐
：
．
‐
：
：
：
、
．
．
．
．
．
．
．
：
．
．
：
．
．
．
．
．
．
：
．
・
・
・
．
．
．
．
．
・
・
．
．
。
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
・
・
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
：
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
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一
民
法
（
関
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
｝
（
魂
一
条
関
係
）辮

（
戚
姑
の
規
定
の
準
用
）

堀
七
百
四
十
九
条
鰯
七
百
二
十
八
条
輔
一
項
、
第
七
百
六
十
六
条
か
ら
第

七
百
六
十
九
条
ま
で
、
第
七
百
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
密
並
び
に
第
八
百

十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
聞
胡
劃
剥
当
到
刺
引
剰
匂
卿
剥
矧
の
規
定
は
、
鮪

姻
の
取
消
し
に
今
い
て
猫
用
す
る
。

に
抄萌

測一
・
二
（
略
）
’
一
・
二
（
同
上
）

第
三
章
（
略
）
’
第
三
章
（
同
上
）
。

』 訓

1

（
離
姉
の
規
定
の
準
用
）

第
七
百
四
十
九
条
露
七
百
二
十
八
条
第
一
項
、
鱒
七
百
六
十
六
条
か
ら
第

七
百
六
十
九
条
ま
で
、
第
七
百
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
害
並
び
に
第
八
百

十
九
条
節
二
項
、
節
三
項
１
剰
剥
謝
制
剰
叫
剃
利
刺
の
規
定
は
、
始
姻
の
取

消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

届
乃
シ第

四
応

（
新
股
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

、

2 1

改
正
案

現
行



！

IIIII1 リ
（
離
婚
後
の
子
の
監
讃
に
関
す
る
事
項
の
定
め
等
）

第
七
百
六
十
六
条
父
母
が
協
離
上
の
離
鮒
を
す
る
と
き
は
、
子
の
監
鰻
を

す
ぺ
き
者
刻
創
刊
刎
四
劇
咽
呵
剃
判
、
父
又
は
母
と
子
と
の
交
流
、
子
の
監

（
離
婦
の
届
出
の
受
理
）

擁
七
百
六
十
五
条
離
蛎
の
届
出
は
、
そ
の
瞳
蟠
が
削
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
な

磯
腱
要
す
る
費
用
の
分
担
そ
の
他
の
子
の
監
瞳
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は

、
そ
の
協
砿
で
定
め
る
。
こ
の
掲
合
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
悲
最
も
優

先
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４
（
略
） 馴

２
（
略
）

i I
。 刎

叫
判
刈
判
瑚
回
醐
剖
剰
靴
釧
剖
剖
を
認
め
た
後
で
な
け
れ
ば
、
受
理
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

引
測
制
割
叫
司
刈
洲
剖
刈
可
叫
到
。
副
１

L，

こ

と

卿

；
（
離
蛎
後
の
子
の
監
讃
に
関
す
る
事
項
の
定
め
等
）

第
七
百
六
十
六
条
父
母
が
協
醸
上
の
離
鯆
を
す
る
と
き
は
、
子
の
監
瞳
を

す
べ
き
考
、
父
又
は
母
と
子
と
の
呵
封
到
呵
司
呵
倒
呵
交
流
、
子
の
監
鰻

（
顛
鰯
の
届
出
の
受
理
）

第
七
百
六
十
五
条
離
雄
の
届
出
は
、
そ
の
睡
蟠
が
肋
条
に
お
い
て
軍
用
す

る
第
七
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
到
耐
詞
荊
割
列
河
刈
鍋
詞
．
割
剰
劉
劉
圃

に
要
す
る
費
用
の
分
担
そ
の
他
の
子
の
監
瞳
腱
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

そ
の
協
鍛
で
定
め
る
、
こ
の
渦
合
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
最
も
優
先

し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
新
般
）

（
新
股
）

：
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
開
め
た
後
で
な
け
れ
ば

受
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

め
一
方
か
ら
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二

（
新
股
）

（
新
股
）

丈

た
焚
約
は
、
崎
胴
中
、
い
つ
で
も

4 3

31
（
戟
判
上
の
敵
婚
）

第
七
百
七
十
条
夫
婦
の
一
方
は
、
吹
に
掲
げ
る
掛
合
に
限
り
、
離
館
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
略
）

（
削
る
）

（
財
産
分
与
）

篭
七
百
六
十
八
桑
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
の
分
与
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
挺
協
蹴
が
調

わ
な
い
と
き
、
又
は
協
蟻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
事
者
は

、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
て
協
醗
に
代
わ
る
処
分
を
紬
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
．
躍
雄
の
時
か
ら
到
判
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

３
前
項
の
場
合
に
は
．
家
庭
裁
判
所
は
１
刺
珊
瑚
呵
剖
刺
割
剛
刎
剛
劃
叫

刎
鯛
到
判
劉
図
引
刺
瑚
．
当
事
者
双
方
が
そ
の
姻
咽
判
回
刷
捌
刊
司
ｌ
刈
剛
細

鯏
Ⅶ
副
却
馴
画
刎
輌
詞
劉
引
河
呵
刷
矧
刻
叫
姻
瑚
釧
判
可
叫
刺
呵
劉
剖
刺
割
呵
矧

剴
制
矧
劉
瑚
Ｊ
燗
咽
刎
潮
Ⅷ
別
刷
劉
瑚
刊
呵
判
詞
馴
劉
矧
Ｉ
墹
刺
刺
制
削
到
剣
劇
田|そ

の

（
戟
判
上
の
離
姉
）

筋
七
百
七
十
条
夫
婦
の
一
方
は
、
次
に
掲
げ
る
鯛
合
に
限
り
、
離
晦
の
腓

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
同
上
）

（
財
産
分
与
）

第
七
百
六
十
八
栄
（
同
上
）

２
筋
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
の
分
与
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
に
協
蟻
が
鯛

わ
な
い
と
き
、
又
は
協
蟻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
事
肴
は

、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
て
協
醗
に
代
わ
る
処
分
を
納
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
Ｌ
・
離
蝿
の
時
か
ら
。
判
を
経
過
し
た
と
き
は
．
里
の
限
り
で

な
い
。

３
前
項
の
場
合
に
は
、
家
庇
裁
判
所
は
、
当
事
者
双
方
が
そ
の
矧
刈
刺
刈

‐
計
測
矧
刺
矧
画
酬
鋼
そ
の
他
一
切
の
廟
情
を
考
慮
し
て
、
分
与
を
さ
せ
る

べ
き
か
ど
う
か
並
び
に
分
与
の
額
及
び
方
法
を
定
め
る
。

四I
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瀞
（
協
融
上
の
離
縁
等
）

擁
八
百
卜
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
．
養
子
の
父
母
が
蹄
雌
し
て
い
萄
と
き
は
、
そ

の
協
狼
で
、
そ
の
洲
淵
引
『
叫
イ
制
を
養
子
の
鰍
緑
綾
梶
そ
の
親
権
者
と
な

る
べ
き
者
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

４
前
唄
の
協
磯
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
醸
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
同
項
の
父
若
し
く
は
母
又
は
養
魏
の
舗
求
に

よ
っ
て
、
協
醸
に
代
わ
る
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
訓
刎
副
割
司
口
封

州
刊
剖
瑚
Ｊ
剰
川
剤
。
刈
剥
詞
剰
倒
凋
●
呵
墹
司
剖
剰
馴
打
引
１

５
．
６
（
略
）

（
腿
知
後
の
子
の
監
織
に
関
す
る
事
項
の
定
め
等
）

館
七
百
八
十
八
条
誘
七
百
六
十
六
条
洲
削
剥
到
割
到
判
制
対
劃
詞
劃
引
剥
矧
の

規
定
は
、
父
が
腿
知
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四
（
略
）

２
絃
判
所
は
、
前
項
筋
一
号
か
ら
刺
到
引
ま
で
腱
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
鳩

合
で
あ
っ
て
も
、
一
切
の
事
憎
を
考
慮
し
て
蝿
姻
の
継
続
を
相
当
と
認
仇

る
と
き
は
、
躍
婚
の
舳
求
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。I

＃
…

（
協
巌
上
の
離
縁
等
）

第
八
百
十
一
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
養
子
の
父
母
が
剛
鋪
し
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
協
厳
で
、
そ
の
一
方
を
養
子
の
離
縁
後
に
そ
の
親
権
者
と
な
る
べ
き
者

と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ぐ

４
前
項
の
協
融
が
鯛
わ
な
い
と
き
．
又
は
檎
職
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
同
項
の
父
若
し
く
は
母
又
は
徒
親
の
舗
求
に

よ
っ
て
、
協
儀
に
代
わ
る
春
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
十
五
歳
未
満
の
者
を
徒
子
と
す
る
縁
組
）

鰯
七
百
九
十
七
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
隠
如
後
の
子
の
監
滝
に
閲
す
る
事
項
の
定
め
等
）

筋
七
百
八
十
八
条
鯨
七
百
六
十
六
条
の
規
定
は
、
父
が
認
知
す
る
場
合
腱

つ
い
て
準
用
す
る
。

５
．
６
（
同
上
）

（
新
餓
）

１
刺
（
同
上
）

２
裁
判
所
は
、
前
項
魂
一
号
か
ら
翻
叫
引
ま
で
に
掲
げ
る
享
山
が
あ
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
姑
嗣
の
継
続
を
相
当
と
鱒
め

る
と
き
は
、
魁
師
の
舗
求
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
餓
）

（
新
般
）

78

li 11 ll'
21

（
曜
婚
又
は
認
知
の
場
合
の
親
権
者
）

第
八
百
’
九
条
父
母
が
協
巌
上
の
躍
蝿
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
醸
で
、

そ
の
利
珂
刈
叫
引
刺
を
鰻
権
者
と
面
●
刺
到
．

２
戟
判
上
の
離
蟠
の
掲
合
梶
は
、
裁
判
所
は
、
父
母
の
測
制
‐
刈
刷
一
方
を

親
権
者
と
定
め
る
。

３
子
の
出
生
前
に
父
母
が
畷
鮪
し
た
場
合
に
は
、
親
権
は
、
母
が
行
う
。

た
だ
し
、
子
の
出
生
機
に
、
父
母
の
協
鍛
で
、
刻
酬
刎
剖
剃
刺
刈
刷
父
を
親

権
者
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

二I 1

’
：

の
場
合
の
ほ
か
．
子
と
別
居
す
る
父
又
は
母
そ
の
他
の
親
賎
日
当
臓
荊
日

は
‐
蝿
姫
関
係
の
有
期
に
か
か
わ
ら
ず
、
子
に
関
す
る
権
利
の
行

31 21

讃
〈
離
雛
又
は
銘
知
の
掲
合
の
親
権
者
）
‐

節
八
百
十
九
条
父
母
が
鰹
蟻
上
の
畦
賠
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
酸
で
、

そ
の
１
刺
を
親
権
者
と
詞
刺
判
洲
刈
叫
楜
引
判
Ⅷ
《

２
裁
判
上
の
敵
婦
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
父
母
の
一
方
を
親
権
者
と

定
め
る
翁

３
子
の
出
生
前
に
父
陞
が
難
蛾
し
た
場
合
に
は
、
親
権
は
、
母
が
行
う
。

た
だ
し
、
子
の
出
生
後
に
、
父
母
の
協
酸
で
、
父
を
親
権
者
と
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
新
股
）

1 母
の
一
方
が
親
樋
惣
伺
引
引
叫
荊
謝
制
剰
酬
酬
劉
劃
剛
斗
鯏
』
呵
剴
封
剣
劉
馴
訓
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I

撫母 I
－1

； Ili
閲
測
執

縦
判
外
紛
争
鯛
決
手
続
の
和
用
の
促
進
に

４
父
が
鰐
知
し
た
子
に
対
す
る
覗
権
は
、
刻
酬
刎
矧
鯛
司
剰
剖
測
闇
割
剖

劃
剃
刈
制
副
副
制
渕
刈
Ｉ
刈
が
行
う
。

５
（
同
上
）

６
子
の
利
益
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
罷
め
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、

刊
呵
刷
蜘
の
加
求
に
よ
っ
て
、
親
権
者
を
制
河
呵
司
刺
回
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
◆

（
新
股
）

（
新
般
）

（
新
股
）

12 11

二
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
子
に
代
わ
る
親
指
の
荷
使
）

第
八
百
三
十
三
条
刻
刻
剛
酬
洲
●
飼
料
側
矧
司
削
刻
馴
呵
司
釧
引
剖
剖
叫
１
割

蜘
判
刈
刻
訓
呵
刺
測
噸
詞
矧
例
刻
割
州
到
鯛
子
に
代
わ
っ
て
親
椹
を
行
う
。

・
軌
行
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
｜
執
行
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
（
略
）
一
第
二
章
（
同
上
）

第
二
節
（
略
）
一
第
二
節
（
同
上
）

）
一
）

閥
伊
《
陳
眉
竺
ハ
十
ｔ
鎌
厩
十
弱
ｌ
削
盾

Ｅ
挙
勿
十
坐
か
鼻
汲
む
野
ｔ
置
一
か
十
渉
昇
〃

七
百
四
十
九
条
．
塘
七
百
七
十
一
条
融

甲
用
す
る
場
△
口
を
含
む
。
）
の
規
定
Ｐ

極
が
吹
に
樋
け

祠
す
る
場
合
に

示
鯆
一
頃
の
旧

X 0
千 記

（
子
糎
代
わ
る
親
権
の
行
使
）

第
八
百
三
十
三
条
剥
噸
剃
割
削
剥
劉
判
Ｊ
可
呵
測
制
剛
潮
咽
可
到
子
に
代
わ
っ

て
親
権
を
行
う
。

（
新
股
）

叩赴

こ押

下防

画切
手瀧

14 13

改
正
案
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I
』

閲
す
る
雑
務

四
（
略
）

２
（
略
）

1;
四
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
新
設
）

1516

（
憤
権
及
び
そ
の
他
の
財
産
権
に
つ
い
て
の
担
保
櫓
の
実
行
の
要
件
等
）

露
百
九
’
三
条
（
略
）

２
前
章
第
二
節
第
四
款
第
一
目
（
第
百
四
十
六
条
第
二
項
、
第
百
五
十
二

条
及
び
第
百
五
十
三
条
を
除
く
。
）
及
び
第
百
八
十
二
条
か
ら
第
百
八
十

四
条
ま
で
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
担
保
権
の
実
行
及
び
行
使
に
つ
い

て
、
第
百
四
十
六
条
第
二
項
、
第
百
五
十
二
条
及
び
第
百
五
十
三
条
の
規

（
債
務
者
の
給
与
債
権
に
係
る
愉
紐
の
取
得
｝

第
二
百
六
条
軌
行
裁
判
所
は
、
第
百
九
十
七
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
眼
当
す
る
と
き
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
砿
務

に
係
る
閥
求
権
又
は
人
の
生
命
若
し
く
は
身
体
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
侭

鮪
求
権
に
つ
い
て
執
行
力
の
あ
る
憤
務
名
義
の
正
本
を
有
す
る
債
権
者
の

申
立
て
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
最
高
栽
判
所
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
談
債
権
者
が
避
択
し
た
も
の
に
対
し
、
そ
れ
ぞ

（
憤
務
者
の
給
与
債
槽
に
係
る
情
概
の
取
科
）

第
二
百
六
条
執
行
裁
判
所
は
、
第
百
九
十
七
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
餓
当
す
る
と
き
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
鋪
一
項
各
号
縄
掲
げ
る
鮭
勝

に
係
る
胴
求
権
又
は
人
の
生
命
若
し
く
は
身
体
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償

請
求
槽
に
つ
い
て
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
襲
の
派
本
を
有
す
る
債
権
者
の

申
立
て
腱
よ
り
、
次
の
各
号
挺
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
最
商
裁
判
所
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
肱
債
権
者
が
選
択
し
た
も
の
に
対
し
、
そ
れ
ぞ

（
憤
枢
及
び
そ
の
他
の
財
産
槽
に
つ
い
て
の
担
保
権
の
実
行
の
要
件
等
）

第
百
九
十
三
条
（
同
上
）

２
前
章
第
二
節
第
四
肱
第
一
目
（
輔
百
四
十
六
条
第
二
項
、
第
百
五
十
二

条
及
び
第
百
五
十
三
条
を
除
く
。
）
及
び
第
百
八
十
二
条
か
ら
第
百
八
十

四
条
ま
で
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
担
保
櫓
の
実
行
及
び
行
使
に
つ
い

て
、
第
百
四
十
六
条
第
二
項
、
第
百
五
十
二
条
及
び
鯖
百
五
十
三
条
の
規

（
斬
股
）

定
は
前
項
に
規
定
す
る
一
般
の
先
取
特
権
の
実
行
及
び
行
使
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
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１３
前
条
筑
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
糊
ゴ
刺
の
申
立
て
及
び
当

腋
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
つ
い
て
鑓
用
す
る
。

（
傭
報
の
提
供
の
方
法
等
）

露
二
百
八
条
鯆
・
一
百
五
条
第
一
項
、
第
二
百
六
条
第
一
項
濁
ｕ
ｑ
刷
剰
．

側
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
を
腿
容
す
る
決
定
に
よ

り
命
じ
ら
れ
た
情
報
の
提
供
は
、
執
行
蔵
判
所
に
対
し
、
書
面
で
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

21

（
第
三
者
か
ら
の
憎
報
取
柵
手
続
に
係
る
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
の
制
限

）
第
二
百
九
条
（
略
）

２
第
二
百
六
条
の
規
定
腱
よ
る
第
三
者
か
ら
の
愉
報
取
将
手
続
腱
係
る
事

件
の
記
録
中
前
条
第
一
項
の
憎
報
の
提
供
椹
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
館

十
七
条
の
規
定
に
よ
る
鯖
求
は
、
次
に
掲
げ
る
巻
に
限
り
、
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
・
二
（
略
）

ゴ
側
剃
割
剣
凹
倒
測
副
刊
引
例
側
召
對
和
閣
４
国
関
劉
剖
剥
剰
潮

を
す
べ
き
旨
を
命
口
忽
岫
加
晒
劇
臼
刺
耐

れ
当
麟
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
燗
鞭
の
提
供
を
す
べ
き
旨
を
命
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
骸
執
行
力
の
あ
る
憤
務
名
穣
の
正
本

に
遮
づ
く
強
制
執
行
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一
市
町
村
債
務
者
が
支
払
を
畳
け
る
地
方

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
十
七

条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

准
す
る
給
与
槌
係
る
債
椎
に
対

す
る
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の

実
行
の
申
立
て
を
す
る
の
に
必

要
と
な
る
事
項
と
し
て
蛾
商
栽

判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
（
当

麟
市
町
村
が
憤
務
者
の
市
町
村

民
税
（
特
別
区
民
税
を
含
む
。

）
に
係
る
事
碕
に
関
し
て
知
り

得
た
も
の
に
限
る
。
｝

二
（
略
）

１２
前
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
醐
測
の
申
立
て
及
び
当
麟

申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
第
三
者
か
ら
の
愉
綴
取
得
手
続
腱
係
る
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
の
制
限

）

第
二
百
九
条
（
同
上
）

２
第
二
百
六
条
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
腱
係
る
事

件
の
記
蝿
中
前
条
飾
一
項
の
情
報
の
提
供
に
閥
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
節

十
七
条
の
規
定
に
よ
る
澗
求
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
限
り
、
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
・
二
（
同
上
）

（
駅
股
）

（
情
報
の
提
供
の
方
法
等
）

第
二
百
八
条
節
『
百
五
条
第
一
項
、
鋪
二
百
六
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
噸
の
申
立
て
を
鱒
容
す
る
決
定
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
愉

報
の
提
供
は
、
執
行
裁
判
所
に
対
し
、
毎
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

２
（
同
上
）

れ
当
麟
各
号
に
定
め
る
事
項
腱
つ
い
て
情
報
の
提
供
を
す
べ
き
旨
を
命
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
腋
執
行
力
の
あ
る
傭
務
名
綻
の
正
本

に
艦
弓
く
強
制
秋
行
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一
市
町
村
Ｊ
州
別
刷
副
創
引
叫
１
叫
刊
債
跡
考
が
支
払
を
受
け
る
地
方

副
刎
副
剃
副
制
到
剖
燗
削
１
可
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
十
七

条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
給
与
に
係
る
債
権
に
対

す
る
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の

実
行
の
申
立
て
を
す
る
の
に
必

要
と
な
る
事
項
と
し
て
最
商
栽

判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
（
当

破
市
町
村
が
債
務
者
の
市
町
村

民
税
（
特
別
区
民
税
を
含
む
。

）
に
係
る
事
務
に
関
し
て
知
り

将
た
も
の
に
限
る
。
）

二
（
同
上
）

（
新
股
）
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三
人
事
翫
訟
法
（
平
成
十
煮
年
法
律
第
百
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）

２
（
略
）
’
２
（
同
上
）

（
過
料
に
処
す
べ
き
場
合
）

露
二
百
’
四
条
（
略
》

（
第
三
者
か
ら
の
愉
報
取
柵
手
続
に
係
る
事
件
に
関
す
る
情
報
の
目
的
外

利
用
の
制
限
）

第
二
百
１
条
（
略
）

２
前
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
二
項
第
二
号
司
ｕ
ｑ
馴

釧
ヨ
引
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
．
筋
三
考
か
ら
の
憎
報
取
将
手
続
に
係
る

恵
件
の
配
録
中
の
第
二
百
八
条
第
一
項
の
愉
報
の
提
供
に
閲
す
る
部
分
の

情
報
を
柵
た
も
の
は
．
当
談
傭
報
を
当
確
車
件
の
債
務
者
に
対
す
る
債
権

を
そ
の
本
旨
に
従
っ
て
行
使
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、

又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

刎
測
詞
の
情
報
を
訓
剥
削
副
削
剥
画
に
規
定
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め

腱
利
用
し
、
又
は
提
供
し
た
者
も
、
前
項
と
同
撮
と
す
る
。

四｜

；
劃

へ

略
一

者
の
指
定
に
つ
い
て
の
減
判
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
、
管
帖
権
を
有
す
る
一
て
、
管
納
権
を
有
す
る
。

（
附
帯
処
分
に
つ
い
て
の
裁
判
等
》
｜
（
附
帯
処
分
に
つ
い
て
の
蛾
判
等
）

の
規
定
に
違
反
し
て
、
刈
副
醐
到

（
過
料
に
処
す
べ
き
場
合
）

第
二
百
十
四
条
（
同
上
）

２
刺
．
司
Ｈ
鍋
の
蜆
定
に
違
反
し
て
、
岡
鋼
の
情
紐
を
剛
須
に
規
定
す
る

‐
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
し
た
者
も
、
前
唖
と
同

織
と
す
る
銅

（
第
三
者
か
ら
の
憤
鞭
取
得
手
続
に
係
る
事
件
に
関
す
る
情
報
の
目
的
外

利
用
の
制
限
）

第
二
百
十
条
（
同
上
）

２
前
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
鱒
三
号
又
は
塀
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
節
三
者
か
ら
の
愉
憾
取
得
手
続
に
係
る
事
件
の
記
録
中
の

第
二
百
八
条
第
一
項
の
情
鞭
の
提
供
に
関
す
る
部
分
の
情
報
を
得
た
も
の

は
、
当
麟
情
報
を
当
麟
事
件
の
債
務
者
に
対
す
る
債
桧
を
そ
の
本
旨
に
従

っ
て
行
使
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は

な
ら
な
い
曇

ヨ
・
副
（
同
上
）

（
子
の
監
韻
に
隅
寸

二
条
の
四
栽
判
所

恥
え
に
つ
い
て
管
蚊

監
瞳
者
の
擶
定
そ
の

酬
同
栄
窮
三
項
の
棚

女
ｋ
竜
し
て
砿
幽
半
Ⅸ
偶
ヌ
。
弓
糾
名
，
箔
薗

日
本
の
哉
判
所
が
貯
鋼
の
取
消
し
又
は
瞳
僻
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ｄ
剛
剛
司
ｌ
可
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
怯
律
第
百
十
五
号

）
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下
『
附
帯
処
分
」

と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
略
〉

４
栽
判
所
は
、
第
一
項
の
子
の
監
臓
者
の
脂
定
そ
の
他
の
子
の
監
臓
に
関

！
制
判
又
は
肋
項
の
親
権
者
の
栃
定
腱
つ
い
て
の
裁
判
を
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
子
が
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
子
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

す
る
処
分
に
つ
い
て
の
奴

２
．
３
（
同
上
）

４
栽
判
所
は
、
第
一
項
の
子
の
監
鰻
者
の
脂
定
そ
の
他
の
子
の
監
磯
に
関

す
る
処
分
に
つ
い
て
の
裁
判
又
は
前
項
の
親
権
者
の
捕
定
に
つ
い
て
の
裁

判
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
子
が
十
五
奴
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
子

の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今

（
新
般
）

2324

四
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
親
権
に
関
す
る
審
判
事
件
等
の
管
柁
権
）

第
三
条
の
八
戟
判
所
は
、
親
権
に
関
す
る
審
判
事
件
（
別
表
飾
一
の
六
十

五
の
項
か
ら
六
十
九
の
項
ま
で
別
●
飼
別
表
第
二
の
七
の
項
洲
列
引
刈
呵
．
酬

刺
剣
●
可
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
第
百
六
十
七
条
に
お
い

て
同
じ
・
）
、
子
の
監
譲
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
（
同
表
の
三
の
項

の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
馴
刊
同
じ
。
）
（
子
の
監
磯
に

要
す
る
費
用
の
分
担
胆
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
を
除
く
。
）
及
び
親
櫓

を
行
う
者
に
つ
き
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
仔
理
権
寅
失

の
審
判
事
件
（
別
表
第
一
の
百
三
十
二
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事

件
を
い
う
”
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
》
に
つ
い
て
、
子
の
住
所
（
住
所
が
な
い
喝
合
又
は
住
所
が
知
れ
な

冊
斗
制
コ
ゴ
皿
刎
劉
判
劉
制
州
可
吋
可
呵
翻
判
明
矧
剃
副
訓
利
剖
瑚
司
村
刊
イ
鯛

刺
イ
刺
測
到
瑚
到
剛
Ⅵ
１
可
及
び
特
別
養
子
維
組
の
成
立
の
審
判
車
件
（
同

表
の
六
十
三
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
筋
百
六
十
四

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
特
別
養
子
適
格
の
確
配
の
審
判
事
件
（
同
条
飾

二
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
適
格
の
確
腿
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う

。
第
百
六
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
頃
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む

．
）
に
つ
い
て
、
英
馴
と
な
る
ぺ
き
者
又
は
養
子
と
な
る
べ
き
者
の
住
所

（
住
所
が
な
い
場
合
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
場
合
に
は
、
居
所
〉
が
日
本

国
内
に
あ
る
と
き
は
、
管
輔
権
を
有
す
る
。

節
二
綱
（
略
）
’
第
二
幅
（
同
上
）

第
四
歌
養
子
縁
組
の
承
鯖
を
す
る
艫
つ
い
河
の
同
創
卿
㈹
湖
副

詞
珊
刎
制
判
刺
幽
Ⅲ
剰
對
副
刊
ｎ
．
詞
呵
コ
イ

則
到
鯏
氾
釧
調
馴
綱
剖
打
剖
側
到
叫
判
剖
割
画
叫
呵
翻
判
刺
州
剖
銅

司
対
釧
何
コ
斜
司

剃
却
鯏
剛
捌
鋼
釧
型
到
則
Ｈ
科
川
副
劉
則
矧
刺
岡
剣
劇
呵
利
鯏
割

刎
制
割
判
呵
割
判
刺
蝿
Ⅲ
裂
劃
副
河
Ｈ
ヨ
剰
可

剰
匂
鯏
矧
別
劉
劃
割
潮
倒
叫
剛
村
引
翻
判
刺
州
斗
剰
司
珂
Ｈ
四
劃

Ⅱ
判
型
引
利
州
刺
剥
司

（
養
子
縁
組
を
す
る
に
つ
い
て
の
許
可
の
審
判
事
件
等
の
管
館
擢
）

二
条
の
五
裁
判
所
は
、
養
子
緑
組
を
す
る
に
つ
い
て
の
許
可
の
審
判
立

件
（
別
表
第
一
の
六
十
一
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。

粥
百
六
十
一
乗
師
一
項
及
び
踊
二
頃
に
お
ハ
て
司
じ
。
）
１
則
刊
刷
利
湖

第
一
・
章
（
略
）
一
第
二
竃
（
同
上
）

節
七
節
（
略
》
節
七
節
（
同
上
）

（
親
権
に
関
す
る
審
判
事
件
等
の
管
穂
権
）

第
三
条
の
八
裁
判
所
は
、
飢
権
に
間
す
る
審
判
事
件
（
別
表
節
一
の
六
十

五
の
項
か
ら
六
十
九
の
項
ま
で
塑
叫
判
別
表
鮪
こ
の
七
の
項
剥
叫
川
到
列

の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
節
百
六
十
七
条
に
お
い
て
同
じ

〃
）
、
子
の
監
膜
に
間
す
る
処
分
の
審
判
事
件
（
伺
表
の
三
の
項
の
事
項

に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
剰
司
劃
Ｈ
剰
荊
凹
副
副
詞
測
劉
司
到
廿
引

剰
剰
ゴ
引
叫
判
Ⅶ
刺
同
じ
。
）
（
子
の
監
嘆
に
要
す
る
費
用
の
分
担
に
関

す
る
処
分
の
審
判
事
件
を
除
く
。
）
及
び
親
権
を
行
う
者
に
つ
き
破
産
手

続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
管
理
権
良
失
の
審
判
事
件
（
別
表
第
一

の
百
三
十
二
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
第
二
百
四
十

二
条
蕊
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
《
）
に
つ
い
て
課
子
の

縁
組
の
成
立
の
審
判
事
件
（
同
表
の
六
十
二
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審

判
事
件
を
い
う
。
第
百
六
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
特
別
養
子
適
格

の
砿
隠
の
審
判
事
件
（
伺
条
第
二
項
に
規
定
十
る
特
別
養
子
適
格
の
確
認

に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
幕
百
六
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
美
観
と
な
る
べ
き
者
又

は
英
子
と
な
る
べ
き
者
の
住
所
（
住
所
が
な
い
場
合
又
は
住
所
が
知
れ
な

い
場
合
に
は
、
居
所
）
が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
は
、
管
輔
権
を
有
す
る

穿
働
玉
剰
哨
圃
側
（
別
表
輔
一
の
六
十
一

ヨ
六
十
一
籠
獅
一
貫
厩
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… ：
（
管
輔
）

第
百
五
１
条
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
審
判
事
件
は
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
地

を
播
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
の
笹
輔
に
属
す
る
。

一
夫
婦
間
の
協
力
扶
助
に
閲
す
る
処
分
の
審
判
事
件
（
別
表
節
こ
の
一

の
項
の
事
頓
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
次
条
穂
一
号
到
例
剰
司

劃
Ⅱ
。
剰
馴
．
剰
引
判
荊
引
矧
に
お
い
て
同
噂
）
夫
又
は
妻
の
住

所
地

二
（
略
）

三
姶
姻
費
用
の
分
担
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
（
別
表
篤
二
の
こ
の

項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
１
潮
司
到
Ｈ
ゴ
剥
刎
ゴ
剰
引

刺
剰
ゴ
別
倒
湖
州
剣
剛
叫
。
）
夫
又
は
嚢
の
住
所
地

四
～
六
（
略
）

（
財
産
の
分
与
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
の
管
輔
権
）

露
三
条
の
十
二
戴
判
所
は
、
財
産
の
分
与
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
（

別
麦
第
二
の
四
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
第
百
五
十

条
第
五
号
酬
荊
副
割
引
劃
叫
斗
引
鍋
刎
訓
司
割
引
側
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
砿
当
す
る
と
き
は
、
管
緬
機
を
布
す
る
。

グ

ー
～
四
（
略
）＃

い
場
合
に
は
、
居
所
）
が
日
本
国
内
腱
あ
る
と
き
は
、
笹
輔
権
を
有
す
る

（
管
輔
〉

第
百
五
十
条
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
審
判
事
件
は
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
地

を
管
館
す
る
家
庭
裁
判
所
の
曽
轄
に
属
す
る
。

一
夫
婦
間
の
協
力
扶
助
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
（
別
麦
第
二
の
一

の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
？
）
夫
又
は
妻
の
住
所
地

（
財
産
の
分
与
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
の
糠
銘
権
）

第
三
条
の
十
二
裁
判
所
は
、
財
産
の
分
与
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
（

別
表
第
二
の
四
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
ｃ
第
百
五
十

条
節
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
鱗

当
す
る
と
き
は
．
笹
輔
権
を
有
す
る
。

一
～
四
（
同
上
）

（
新
股
）

（
新
設
）

四
～
六
（
同
上
）

二
（
同
上
）

三
掘
姻
費
用
の
分
担
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
（
別
表
第
二
の
二
の

項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
）
夫
又
は
妻
の
住
所
地

住
所
（
住
所
が
な
い
鳩
合
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
場
合
に
は
、
居
所
）
が

日
本
国
内
に
あ
る
と
き
は
、
管
帖
権
を
有
す
る
。

28 27

ボ

1
21

（
即
時
抗
告
）

擁
百
五
’
六
条
（
略
）

訓
升
酬
圃
闘
阿
制
荊
副
判
到
劉
馴
刈
剣
酬
叫
州
馴
倒
矧
剥
川
副
封
湖

（
給
付
命
令
等
）

露
百
五
卜
四
条
（
略
）

２
（
略
）

＄
家
庭
裁
判
所
は
、
子
の
監
護
に
閲
す
る
処
分
の
審
判
に
お
い
て
、
子
の

監
齪
を
す
べ
き
者
の
擶
定
又
は
変
更
１
判
州
刺
囿
樹
呵
剃
剰
、
父
又
は
母
と

子
と
の
交
流
、
子
の
監
膜
に
要
す
る
費
用
の
分
担
そ
の
他
の
子
の
監
鰻
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
の
定
め
を
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
に
対
し
、
子
の

引
渡
し
又
は
金
鍍
の
支
払
そ
の
他
の
財
産
上
の
給
付
そ
の
他
の
給
付
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
（
略
）

！
＃

！
養
子
縁
組
の

（
即
時
抗
告
）

節
百
五
十
六
条
（
同
上
）

（
新
股
）

（
給
付
命
令
等
）

第
百
五
十
四
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
家
庭
裁
判
所
は
、
子
の
監
鯖
に
関
す
る
処
分
の
審
判
に
お
い
て
、
子
の

監
硬
を
す
べ
き
考
の
指
定
又
は
変
更
、
父
又
は
母
と
了
と
の
圃
剖
割
珂
叫
到

刺
倒
酬
交
流
、
子
の
監
護
に
要
す
る
費
用
の
分
担
そ
の
他
の
子
の
監
謹
槌

つ
い
て
必
要
な
車
項
の
定
め
を
す
る
場
合
に
は
、
当
事
考
に
対
し
、
子
の

引
嬢
し
又
は
金
般
の
支
払
そ
の
他
の
財
産
上
の
給
付
そ
の
他
の
給
付
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
翁

４
（
同
上
）

（
新
股
）

（
新
設
）
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辮
露
百
六
’
七
条
親
権
に
間
す
る
審
判
事
件
は
、
子
（
父
又
は
母
を
同
じ
く

す
る
数
人
の
子
に
つ
い
て
の
親
権
者
の
指
定
若
し
く
は
喪
叉
１
倒
劇
制
倒

割
●
刺
制
圃
又
は
塀
三
者
が
子
に
与
え
た
財
産
の
管
理
に
関
す
る
処
分
の
申

立
て
腱
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
）
の
住
所
地
を
笹
轄

す
る
家
庭
裁
判
所
の
管
館
に
属
す
る
。

（
手
続
行
為
能
力
）

第
百
六
’
八
条
第
百
十
八
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
判
事
件

（
第
三
号
１
割
剃
剴
刷
鋼
劉
剰
川
引
の
審
判
事
件
を
本
業
と
す
る
保
全
処
分

に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
麟
各
号
に
定
め
る
者
に

つ
い
て
酷
用
す
る
。

一
～
七
（
略
）

（
陳
述
の
聴
取
）

輔
百
六
’
九
条
（
略
）

２
家
庭
裁
判
所
は
、
親
権
者
の
指
定
封
ｕ
釧
剖
尉
劉
判
刻
創
刺
麹
醐
釧
劉
珂
酬

制
珂
の
審
判
を
す
る
鳩
合
に
は
、
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
の

陳
述
を
聴
く
ほ
か
、
子
（
十
五
歳
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
陳
述
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八I （
管
憾
）

…

親
椎
行
使
考
の
楯
定
の
審
判

： ； ＃
へ へ へ

略 略 略
… 酋 一

（
陳
述
の
聴
取
）

第
百
六
十
九
条
〈
同
上
）

２
家
庭
裁
判
所
は
、
親
権
者
の
楯
定
刻
叫
刻
四
の
審
判
を
す
る
鳩
合
に
は

、
第
六
十
八
糸
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
の
陳
述
を
聴
く
ほ
か
、
子
（
十
五

戒
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
続
行
為
能
力
）

第
百
六
十
八
条
第
百
十
八
条
の
規
定
は
、
夜
の
各
号
に
掲
げ
る
審
判
事
件

（
第
三
号
到
例
矧
句
引
の
審
判
事
件
を
本
案
と
す
る
保
全
処
分
に
つ
い
て

の
審
判
事
件
を
含
む
、
）
に
お
け
る
当
映
各
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
寵

用
す
る
や

一
～
七
（
同
上
）

（
新
般
）

第
百
六
十
七
条
親
槽
に
関
す
る
審
判
亭
件
は
、
子
（
父
又
は
母
を
同
じ
く

す
る
敵
人
の
子
に
つ
い
て
の
親
権
者
の
描
定
若
し
く
は
喪
更
又
は
節
三
者

が
子
に
与
え
た
財
産
の
管
理
に
関
す
る
処
分
の
申
立
て
に
係
る
も
の
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
）
の
住
所
地
を
管
館
す
る
家
庭
裁
判
所
の
笹

幡
に
属
す
る
。

（
管
館
）

剰
叫
例
（
同
上
）

剃
到
鯛
（
同
上
）

Ｑ剰
利
鯛
（
同
上
）

32 31
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… I
（
符
輔
）

塊
百
八
’
二
条
（
略
）

２
（
略
）

３
扶
餐
の
順
位
の
決
産
及
び
そ
の
決
定
の
変
更
又
は
取
消
し
の
審
判
事
件

（
別
表
第
二
の
九
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
）
並
び

に
扶
養
の
狸
度
又
は
方
法
に
つ
い
て
の
決
定
及
び
そ
の
決
定
の
変
更
又
は

（
親
権
者
の
指
定
又
は
礎
更
の
劃
判
刺
州
副
を
本
案
と
す
る
保
全
処
分
）

鋪
百
七
’
五
条
家
庭
裁
判
所
は
、
親
槽
者
の
術
定
筍
ｕ
ｑ
叫
刻
刺
刻
叫
捌

樹
制
圃
割
刎
掴
刺
の
審
判
又
は
岡
停
の
申
立
て
が
あ
っ
た
鯛
合
に
お
い
て

、
強
制
執
行
を
保
全
し
、
又
は
子
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
急
迫
の
危
険

を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
麟
申
立
て
を
し
た
者
の
申
立

て
に
よ
り
．
親
権
者
の
術
定
笥
ｕ
ｄ
酬
剃
烈
到
刈
刷
別
制
御
圃
制
刺
矧
劇
の

審
判
を
本
案
と
す
る
仮
処
分
そ
の
他
の
必
要
な
保
全
処
分
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
ゞ

２
～
６
（
略
）

（
即
時
抗
告
）

第
百
七
卜
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
判
に
対
し
て
は
、
当
麟
各
号
に
定

め
る
者
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
あ
っ
て
は
、
申
立
人

（
引
捜
命
令
等
）

輔
百
七
’
一
条
家
庭
栽
判
所
は
、
蝋
権
者
の
指
定
掛
川
副
Ｎ
圏
当
凹
刈
叫
綱

剛
剰
山
劉
旬
倒
洞
画
の
審
判
に
お
い
て
、
当
事
者
侭
対
し
、
子
の
引
渡
し
又

は
財
産
上
の
給
付
そ
の
他
の
給
付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

却
祠
副
呵
御
ぺ
副
闇

２
（
略
）
剣 リ ：

！
を
除
く
。
）
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
Ｉ
（
略
）

（
管
縮
）

第
百
八
十
二
条
（
同
上
〉

２
（
同
上
）

３
扶
養
の
順
位
の
決
定
此
び
そ
の
決
定
の
変
更
又
は
取
淌
し
の
審
判
事
件

（
別
表
第
二
の
九
の
項
の
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を
い
う
。
）
並
び

に
扶
養
の
程
度
又
は
方
法
に
つ
い
て
の
決
定
及
び
そ
の
決
定
の
変
更
又
は

（
即
時
抗
告
）

第
百
七
十
二
桑
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
判
に
対
し
て
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
肴
（
第
一
号
か
ら
節
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
あ
っ
て
は
、
申
立
人

（
親
梅
者
の
指
定
又
は
変
更
の
割
判
璃
州
を
本
案
と
す
る
保
全
処
分
）

輔
百
七
十
五
条
家
庭
裁
判
所
は
、
親
権
者
の
指
定
刻
●
剛
測
凹
の
審
判
又
は

孤
停
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
強
制
輪
行
を
保
全
し
、
又
は

子
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
急
迫
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
当
麟
申
立
て
を
し
た
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
親
権
者
の
術
定
刻

剛
剰
刻
の
審
判
を
本
案
と
す
る
仮
処
分
そ
の
他
の
必
要
な
保
全
処
分
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
引
捜
命
令
等
）

第
百
七
十
一
条
凉
庭
裁
判
所
は
、
親
権
者
の
術
定
刻
剛
函
四
の
審
判
に
お

い
て
、
当
事
者
に
対
し
、
子
の
引
猿
Ｌ
又
は
財
産
上
の
給
付
そ
の
他
の
給

付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
合

２
～
６
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
般
）

を
除
く
。
）
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
（
同
上
）

（
新
設
〉
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!』
（
手
続
行
為
能
力
）

第
二
百
五
十
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
闘
停
事
件
（
第
一
号
及
び
第
二
号

に
あ
っ
て
は
、
財
産
上
の
給
付
を
求
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、

当
談
各
号
に
定
め
る
者
は
、
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
敢
用
す
る
民
事

所
詮
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
定
代
理
人
に
よ
ら
ず
に

、
自
ら
手
続
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
被
保
佐
人
又
は
被

補
助
人
（
手
続
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
き
そ
の
補
助
人
の
同
意
を
褐
る
こ

と
を
要
す
る
も
の
に
限
る
．
）
で
あ
っ
て
、
保
佐
人
若
し
く
は
保
佐
監
傍

人
又
は
補
助
人
若
し
く
は
補
助
監
督
人
の
同
意
が
な
い
場
合
も
、
同
撮
と

す
る
。

一
夫
螺
間
の
協
力
扶
助
に
関
す
る
処
分
の
閃
停
車
件
（
別
表
第
二
の
一

の
頓
の
事
項
に
つ
い
て
の
調
停
事
件
を
い
う
叶
制
到
引
司
到
刊
川
剰
矧
ヨ

刺
側
湖
吋
刊
制
刷
り
）
夫
及
び
妻

節
二
百
四
十
二
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
百
五
十
二
条
館
一
項
、
第
百
五
’
四
条
第
二
項
（
露
二
号
腱
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
百
五
十
五
条
、
剰
司
到
刊
刈
鋼
痢
引
羽
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
鰯
百
五
十
八
条
の
規
定
は
破
産
手
続
が
開
始

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
夫
婦
財
産
興
約
に
よ
る
財
産
の
笹
理
者
の
盛
更
笄

の
審
判
事
件
に
つ
い
て
、
第
百
六
十
八
条
（
輔
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る

|
。
）
、
第
百
六
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
腱
限
る
ゞ
）
、
節

百
七
１
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
》
、
第
百
七
十
二
条
第
一
項

（
擁
三
号
及
び
塀
四
号
侭
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
七
十
四
条
の
規
定
（
笹
理
櫨
喪
失

に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
晩
権
を
行
う
者
に
つ
き
破
産
手
続
が
開
始

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
管
理
権
蜜
失
の
審
判
事
件
に
つ
い
て
、
第
二
百
一

条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
破
産
手
統
に
お
け
る
相
続
の
放
棄

の
承
鰹
に
つ
い
て
の
申
述
の
受
理
の
審
判
事
件
に
つ
い
て
礪
用
す
る
。

数
人
に
対
す
る
申
立
て
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
）

の
住
所
地
を
管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
の
管
幅
に
属
す
る
。

取
消
し
の
審
判
事
件
（
同
表
の
十
の
項
の
事
項
腱
つ
い
て
の
審
判
事
件
を

い
・
ソ
。

I

、
相
手
方
（

（
手
続
行
為
能
力
）

第
二
百
五
十
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
圃
停
事
件
（
第
一
号
及
び
鞆
二
号

に
あ
っ
て
は
、
財
産
上
の
給
付
を
求
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
．

当
鮫
各
号
に
定
め
る
者
は
、
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
鮪
用
す
る
民
事

斫
詮
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
定
代
理
人
に
よ
ら
ず
に

、
自
ら
手
続
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
被
保
佐
人
又
は
被

補
助
人
（
手
縦
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
き
そ
の
補
助
人
の
同
意
を
得
る
こ

と
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
保
佐
人
若
し
く
は
保
佐
監
督

人
又
は
補
助
人
若
し
く
は
補
助
監
督
人
の
同
意
が
な
い
場
合
も
、
同
機
と

す
る
。

一
夫
婦
聞
の
協
力
扶
助
に
関
す
る
処
分
の
飼
停
事
件
（
別
表
第
二
の
一

の
項
の
車
項
に
つ
い
て
の
爵
停
事
件
を
い
う
。
）
夫
及
び
妻

節
二
百
四
十
二
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
筋
百
五
十
二
条
鯨
一
項
、
第
百
五
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
．
〉
、
第
百
五
十
五
条
、
剰
司
到
冊
対
鍋
（
鯖
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
《
）
及
び
第
百
五
十
八
条
の
規
定
は
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
夫
婦
財
産
契
約
に
よ
る
財
産
の
笹
理
者
の
変
更
等
の
審
判

事
件
に
つ
い
て
、
第
百
六
十
八
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
◇
）
、

（
新
股
）

第
百
六
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
腱
限
る
．
）
、
第
百
七
十

条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
七
十
二
条
第
一
項
（
第
三

号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
鱒
二
項
（
第
一
号
に
係
る

郁
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
七
十
四
条
の
規
定
（
笹
理
権
喪
失
に
閲
す

る
部
分
に
限
る
．
）
は
観
権
を
行
う
者
に
つ
き
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
管
理
権
良
失
の
審
判
事
件
に
つ
い
て
、
第
二
百
一
条
第
五

項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
破
産
手
続
に
お
肺
る
相
続
の
放
棄
の
承
駕

に
つ
い
て
の
申
述
の
受
理
の
審
判
事
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

取
澗
し
の
審
判
事
件
（
間
表
の
十
の
項
の
車
項
に
つ
い
て
の
審
判
事
件
を

い
う
。
『
‐
剛
、
相
手
方
（
数
人
に
対
す
る
申
立
て
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
）
の
住
所
地
を
管
館
す
る
凉
庭
戟
判
所
の
符
轄
に

属
す
る
。
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４
（
略
）

31. 2

（
家
事
飼
停
の
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
二
百
七
十
三
条
（
略
）

２
（
略
）

別
表
第
一
（
略
）

１
４

州
（
略
）

２
（
略
），

到将
な
け
れ
ば
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い

二
子
の
監
膜
に
関
す
る
処
分
の
閃
停
事
件
（
別
表
第
二
の
三
の
項
の
事

項
に
つ
い
て
の
飼
停
事
件
を
い
え
１
期
ゴ
司
剥
。
川
剃
調
到
。
凋
側
刈
川

て
同
じ
。
）
子

三
・
四
（
略
）

１３
（
同
上
）

別
安
弗
一
（
同
上
）

（
家
事
潤
停
の
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
二
百
七
十
三
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
家
事
審
判
の
予
峨
の
規
定
の
通
用
等
）

節
二
百
五
十
八
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
新
設
）

劃
（
同
上
）

２
（
同
上
）

三
・
四
（
同
上
）

（
新
股
）

二
子
の
監
護
に
閲
す
る
処
分
の
閲
停
事
件
（
別
表
第
二
の
三
の
項
の
事

項
に
つ
い
て
の
闘
停
事
件
を
い
う
。
）
子

3738

へ

略
一

《
か
４
０
－
α

ゴ

』

ヨ

へ

略
一

屯

一
事
項

一
根
拠
と
な
る
法
律
の
規
定

項

（
同
上
）

（
新
設
）

（
断
設
）

（
新
股
）

（
同
上
）

｜
事
項

一
根
拠
と
な
る
法
律
の
規
定

項



別
表
第
二
（
第
三
条
の
八
、
露
三
条
の
’
’
第
三
条
の
十
二
、
第
二
十
条
、

第
二
卜
五
条
、
鞆
三
十
九
条
、
銃
四
十
象
、
輔
六
十
六
条
’
第
七
十
一
条

、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
九
条
、
鋪
九
十
条
、
第
九
十
二
条
、
鋪
百
五
十

条
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六
十
八
条
、
擁
百
八
十
二
条
、
第
百
九
十
条

、
第
百
九
十
一
条
、
第
百
九
十
七
条
、
節
二
百
三
十
三
条
、
第
二
百
四
十

条
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
五
十
二
条
１
刎
判
ヨ
ヨ
判
荊
削
剥
、
第
二

百
六
’
八
条
、
節
二
百
七
十
二
条
、
第
二
百
八
十
六
条
、
第
二
百
八
十
七

条
、
附
則
第
五
条
関
係
〉

へ

略
一

へ

略
一

｜
別
表
錆
一
三
輔
三
条
の
八
、
塀
三
条
の
十
’
第
三
条
の
十
二
、
第
二
十
条
．

第
二
十
五
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
、
第
六
十
六
条
ｌ
輔
七
十
一
条

、
第
八
十
二
条
、
館
八
十
九
条
．
鋪
九
十
条
、
第
九
十
二
条
、
蕊
百
五
十

条
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六
十
八
条
、
第
百
八
十
二
条
、
第
百
九
十
条

、
節
百
九
十
一
条
、
第
百
九
十
七
条
、
第
二
百
三
十
三
条
、
第
二
百
四
十

条
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
五
十
二
条
、
第
二
百
六
十
八
条
、
第
二

百
七
十
二
条
、
第
二
百
八
十
六
条
、
第
二
百
八
十
七
条
、
附
則
第
五
条
関

係
）

（
同
上
）

（
同
上
｝

（
新
股
）

3940

五
戸
煽
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

魂
七
十
九
条
節
六
十
三
条
輔
一
頃
の
規
定
は
、
民
法
第
八
百
十
九
条
第
三

項
た
だ
し
書
若
し
く
は
刺
凹
呵
刈
剃
叫
翻
の
協
鮭
に
代
わ
る
審
判
が
砿
定

し
、
又
は
親
椎
者
変
更
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
親
権
者
に
、

親
権
喪
失
、
組
権
停
止
又
は
管
理
権
喪
失
の
審
判
の
取
禰
し
の
裁
判
が
砿

定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
裁
判
を
鮪
求
し
た
老
に
つ
い
て
熟
用
す
る
。

閥
ｔ
十
ｔ
罪
（
聴
）

②
前
項
に
規
定
す
る
離
旙
の
届
書
に
は
、
閃
馴
瑚
川
副
事
項
多

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

一
親
権
者
と
定
め
ら
れ
た
当
事
者
の
氏
名
及
び
そ
の
制
洲
刷

子
、
氏
名

二
（
略
）
一
二
（
同
上
）

巳 h

団 α
ナガ
乳浦

醗
側
を
Ｌ
し

て
の
旨
を
扇

第
七
十
九
条
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
民
法
第
八
百
十
九
条
第
三

頂
た
だ
し
書
若
し
く
は
潮
凹
測
の
協
蹴
に
代
わ
る
審
判
が
確
定
し
、
又
は

親
権
者
変
更
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
肌
権
者
に
、
親
櫓
喪
失

、
親
権
停
止
又
は
笹
理
権
喪
失
の
審
判
の
取
消
し
の
戴
判
が
確
定
し
た
場

合
に
お
い
て
そ
の
裁
判
を
鯖
求
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

②
餉
項
に
規
定
す
る
離
蝿
の
届
禽

42 41

三

子
の
監
鰻
腱
関
す
る
処

分

胃
ｔ
臣
式
十
ア
謙
砿
三
勇

剴
司
利
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
法
第
七
百
四
十
九
条
、

第
七
百
七
十
一
条
及
び
第

七
百
八
十
八
条
に
お
い
て

鑓
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
遡
制
刈
劉
鍋
叩
判
別
吋
匂
剰

矧
叫
到
ヨ
翻
司
「
刺
副
詞
副
燗
ヨ

則Ｚ 民
法
第
七
百
六
十
六
条
第

二
項
及
び
鯖
三
項
制
制
『
判

へ

略
一

項
一
事
項

一
根
拠
と
な
る
法
律
の
規
定

三

子
の
監
護
腱
関
す
る
処

分

民
法
第
七
百
六
十
六
条
第

二
項
及
び
鋪
三
項
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
法
第
七
百

四
十
九
条
．
第
七
百
七
十

一
条
及
び
第
七
百
八
十
八

条
腱
お
い
て
準
用
す
る
期

合
を
含
む
．
）

（
同
上
）

項
一
事
項

一
根
拠
と
な
る
法
律
の
規
定

改
正
案

現

行



七
民
事
翫
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
節
四
十
号
）
．
（
附
則
輔
十
粂
関
係
）

（
現
行
規
定
は
、
配
偶
考
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
臓
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
改

正
後
の
規
定
）

六
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

二
～
’
八
（
略
）
一
二
～
十
八
（
同
上
）

引
息
《
米
０
．
恵

期
五
項
の
規

額
が
あ
る
と

，
】
し
』
雨
餌
一

匹
号
及
ひ
興
五
号
を
除
き
以
下
価
じ
‐
）

べ
き
民
事
翫
舩
等
の
費
用
の
範
囲
は
、
次
、

と
、
閥
土
、
そ
も
ぞ
も
当
腐
昏
号
こ
芒
ｂ
民

民
事
餌
舩
等
の
費
用
の
範
囲
及

第
百
九
号
）
そ
の
他
の
民
事
断

吋
享
、
母
区
叶
里
土
恢
申
り
阿

44 43

I"
別
表
鯆
一
（
略
）

一
六
一
イ
仲
裁
法
第
十
二
条
第
二
一
千
円

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
立
て
、
民
率
執
行

法
飾
二
百
五
条
第
一
項
、

第
二
百
六
条
第
一
項
笥
ｕ

ｑ
刷
剰
．
刺
又
は
第
二
百

七
条
第
◇
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立

て
、
非
舩
事
件
手
綴
法
の

規
定
に
よ
り
救
判
を
求
め

る
申
立
て
．
配
偶
肴
か
ら

の
暴
力
の
防
叱
及
び
被
害

者
の
保
涜
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
一
・
年
法
律
第

三
十
一
号
）
鰯
十
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は

第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
申
立
て
、
国
際
的
な
子

の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面

に
関
す
る
条
約
の
実
施
に

関
す
る
法
律
第
百
二
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
立
て
、
淵
費
看
の
財
亜

郵
伍

一
盃

別
表
第
一
（
同
上
）

（
新
設
）一

六
一
イ
仲
裁
法
第
十
二
条
第
二
一
千
円

十
五
条
第
一
項
の
規
定
腱

よ
る
申
立
て
、
民
事
執
行

法
第
二
百
五
条
筋
一
項
、

第
二
百
六
条
輔
一
項
又
は

第
二
百
七
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
立
て
、
非
舩
事
件
手

腕
法
の
規
定
に
よ
り
救
判

を
求
め
る
申
立
て
、
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及

び
被
害
者
の
保
鰻
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
三
十
一
号
）
第
十

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
又
は
第
十
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
申
立
て
、
国
際

的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上

の
側
面
に
関
す
る
条
約
の

実
旋
に
関
す
る
法
律
第
百

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
立
て
、
消
費
者

の
財
産
的
被
害
等
の
鰻
団

1546

改
正
案

現
行

別
表
第
一
（
略
）

へ

略
一

四
十
一
の

二
外

務
竹

国
際
的
な
子
の
癒
取
の
民
事
上
の
側
面
に
閲
す
る
条
約

の
実
施
に
閲
す
る
法
維
（
平
成
二
十
五
年
法
律
節
四
十

八
号
）
に
よ
る
同
怯
第
四
条
輔
一
項
の
外
国
返
遮
援
助

、
同
法
筋
十
・
条
筋
一
項
の
日
本
国
返
還
援
助
、
同
法

第
十
六
条
第
・
項
の
叫
判
副
刻
祠
州
醐
又
は
同
法
第
二

十
一
条
節
一
項
の
州
●
国
剰
凋
捌
瑚
に
関
す
る
事
務
で
あ

っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

へ

略
一

提
供

け
る

機
関

法
人

を
受

国
の

又
は

事
務

改
正
案

別
表
飾
一
（
同
上
）

〈
同
上
）

四
十
一
の

二
外

務
省

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約

の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
徹
第
四
十

八
号
）
に
よ
る
同
法
第
四
条
第
一
項
の
外
国
返
還
援
助

、
同
法
筋
十
一
条
篭
一
項
の
日
本
画
返
通
援
助
、
同
法

第
十
六
条
鋪
一
噸
の
副
詞
圃
詞
劉
到
劉
到
蜘
醐
又
は
同
法

第
二
十
一
条
第
一
項
の
州
園
制
剴
到
劉
醐
倒
醐
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
同
上
）

拠
供

け
る

樋
閲

法
人

を
受

国
の

又
は

事
務

現
行

｜
～
項

五
の
二
（
略
）
上
欄
一
下
欄

一
～
項

五
の
二
（
同
上
）

上
欄
一
下
欄



八
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
按
律
第
二
百
二
十
五
号
）
（
附
則
筋
十
一
条
関
係
）

α
阿

例
ｒ

乗
れ

4748

九
破
産
法
（
平
成
十
六
年
扶
律
第
七
十
五
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

十
法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
隣
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
銅
百
五
号
）
（
附
則
鰯
十
一
条
関
係
）

50 49

（
再
生
計
画
に
よ
る
権
利
の
変
更
の
内
容
等
）

第
二
百
二
十
九
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
生
償
樋
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
鯛
求

横
に
つ
い
て
は
、
当
峡
再
生
債
権
者
の
同
意
が
あ
る
掲
合
を
除
き
、
債
務

の
減
免
の
定
め
そ
の
他
権
利
腱
影
響
を
及
ぼ
す
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
．ニ

ヘ

略
一

三
次
に
掲
げ
る
膿
務
侭
係
る
舗
求
権

ィ
‐
・
ロ
（
略
）

ハ
民
法
翻
吋
司
対
Ｈ
渕
剰
刷
耐
翻
吋
司
剥
Ｈ
対
剥
刎
ヨ
剖
訓
刎
引
刺

測
司
制
同
法
鋪
七
百
四
十
九
条
、
第
七
百
七
十
一
条
及
び
第
七
百
八

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
娼
合
を
含
む
。
｝
の
規
定
に
よ
る
子
の

監
鰻
に
関
す
る
雑
務

二
・
ホ
（
略
）

．l

へ

略
一

改
正
案

（
再
生
計
画
に
よ
る
権
利
の
変
更
の
内
容
等
）

第
二
百
二
十
九
条
（
同
上
）

Ｚ
（
同
上
）

３
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
生
侭
権
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
鯖
求

樋
に
つ
い
て
は
、
当
峡
再
生
債
権
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
債
務

の
減
免
の
定
め
そ
の
他
槽
利
に
影
轡
を
及
ぼ
す
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

一
・
二
（
同
上
〉

三
次
に
掲
げ
る
凝
務
に
係
る
舗
求
権

イ
・
ロ
（
同
上
）

ハ
民
法
剰
ｕ
司
司
Ｈ
却
剰
Ｊ
同
法
輔
七
百
四
十
九
条
、
第
七
百
七
十

一
条
及
び
第
七
百
八
十
八
条
に
お
い
て
醜
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
子
の
監
鰻
に
関
す
る
錠
務

二
・
ホ
（
同
上
）

４
（
同
上
｝

現
行

（
免
責
許
可
の
決
定
の
効
力
尋
）

露
二
百
五
十
三
条
免
責
許
可
の
決
定
が
碗
定
し
た
と
き
は
、
破
産
者
は
、

破
産
手
続
に
よ
る
配
当
を
除
き
、
破
産
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
寅
任
を
免

れ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
舗
求
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

ト
三

へ

略
一

四
次
に
掲
げ
る
砿
務
に
係
る
舗
求
権

イ
・
ロ
（
略
〉

ハ
民
法
剰
制
司
到
刊
河
刺
劃
詞
剤
別
利
剣
司
利
Ｈ
刺
剰
刎
剴
可
司
副
罰
則
刺

刎
調
判
劉
同
法
第
七
百
四
十
九
条
、
第
七
百
七
十
一
条
及
び
筋
七
百
八

十
八
条
に
お
い
て
酷
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
子
の

監
壌
腱
関
す
る
蕊
務

二
・
水
（
略
）

五
～
七
（
略
）

２
～
４
（
略
）
。

改
正
案

（
免
責
許
可
の
決
定
の
効
力
等
）

第
二
百
五
十
三
条
免
寅
鮓
可
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
破
産
者
は
、

破
産
手
続
に
よ
る
配
当
を
除
き
、
破
産
憤
権
に
つ
い
て
、
そ
の
資
任
を
免

れ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
鏑
求
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

一
～
三
〈
同
上
）

四
次
に
掲
げ
る
範
務
に
係
る
舗
求
権

ィ
・
ロ
（
同
上
）

ハ
民
法
剰
倒
●
司
却
Ｈ
却
剰
Ｊ
同
怯
第
七
百
四
十
九
条
、
第
七
百
七
十

一
条
及
び
筋
七
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
〉

の
規
定
に
よ
る
子
の
監
膜
に
関
す
る
軽
称

二
・
ホ
（
同
上
）
．

五
～
七
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

現

行

（
扶
養
展
務
等
に
係
る
定
期
金
債
権
を
保
全
す
る
た
め
の
慣
権
者
代
位
樋

の
行
使
に
関
す
る
特
例
）

筋
十
条
（
略
）
、

２
．
３
（
略
）

４
こ
の
条
に
お
い
て
「
扶
饗
珪
務
等
に
係
る
定
期
金
債
権
』
と
は
、
次
に

掲
げ
る
雑
務
に
係
る
確
定
期
限
の
定
め
の
あ
る
定
期
命
憤
権
を
い
う
。

一
・
二
（
略
）

三
民
法
荊
制
司
謝
劃
型
制
覇
“
胡
翻
Ｈ
ヨ
ョ
判
荊
対
型
剰
割
引
刈
引
刎
引
呵
測

劃
剥
同
陛
第
七
百
四
十
九
条
、
館
七
百
七
十
一
条
及
び
第
七
百
八
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
掲
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
子
の
監
砿
に

関
す
る
碇
務

四
（
略
）

改
正
案

（
扶
養
縫
務
等
に
係
る
定
期
金
債
権
を
保
全
す
る
た
め
の
債
権
者
代
位
樋

の
行
使
に
関
す
る
特
例
）

節
十
条
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

ｌ
こ
の
条
に
お
い
て
「
扶
養
凝
務
等
に
係
る
定
期
金
債
権
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
綻
務
に
係
る
確
定
期
限
の
定
め
の
あ
る
定
期
金
償
権
を
い
う
。

一
・
二
（
同
上
）

三
民
法
剰
判
司
割
型
到
創
詞
剖
同
法
輔
七
百
四
十
九
条
、
鞆
七
百
七
十
一

条
及
び
第
七
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
子
の
監
讃
に
関
す
る
砿
務

四
（
同
上
）

現
行



十
一
国
際
的
な
子
の
獅
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
閲
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
輔
四
十
八
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

（
外
国
返
還
恨
助
の
決
定
及
び
通
知
）

鋪
六
条
（
略
）

２
外
務
大
臣
は
、
外
国
返
還
援
助
決
定
を
し
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ

二
申
鯖
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
子
の
返
還
に

関
す
る
事
件
若
し
く
は
子
の
返
還
の
強
制
軌
行
に
係
る
享
件
が
係
属
し

て
い
る
裁
判
所
又
は
申
餉
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
子
と
の
交
流
に
間
す

る
事
件
若
し
く
は
子
と
の
交
流
の
強
制
執
行
に
係
る
事
件
が
係
属
し
て

い
る
裁
判
所
か
ら
、
そ
の
手
続
を
行
う
た
め
に
申
鯛
に
係
る
子
及
び
申

舗
に
係
る
子
と
同
居
し
て
い
る
者
の
住
所
又
は
居
所
の
確
鰐
を
求
め
ら

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
醸
住
所
又
は
居
所
を
こ
れ
ら
の
裁
判
所
に
開

示
す
る
と
き
．

三
（
略
）

よ
り
提
供
さ
れ
た
傭
総
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
讐
繋
の
描
固

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
渦
合
に
限
り
、
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

一
輔
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
子
の
返
還
の
申
立
て
又
は
子
と
の
交
流

の
定
め
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家
事
審
判
若
し
く

は
家
事
岡
停
の
申
立
て
を
す
る
た
め
に
申
訓
に
係
る
子
と
同
居
し
て
い

る
者
の
氏
名
を
必
要
と
す
る
申
鮒
者
か
ら
当
峡
氏
名
の
開
示
を
求
め
ら

れ
た
塀
合
に
お
い
て
、
当
峡
氏
名
を
当
腋
申
綱
考
に
開
示
す
る
と
き
。

叱
近
週
及
Ｕ
子
と
俄
交
瀧
Ｆ

河
剖
刎
交
流
に
閲
す
る
援
助

副
詞
国
刻
湖
倒
醐
（
第
十

剛
剖
到
御
剥
刺
副
剖
捌
邑
賜
二
十

（
外
国
返
還
援
助
の
決
定
及
び
通
知
）

第
六
条
（
同
上
）

２
外
務
大
臣
は
、
外
国
返
還
援
助
決
定
を
し
た
鳩
合
に
は
、
必
要
に
応
じ

よ
り
提
供
さ
れ
た
憎
銀
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
遊
府
県
警
察
の
描
圃

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
傭
報
の
提
供
は
、
汝
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

一
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
子
の
返
還
の
申
立
て
又
は
子
と
の
面
封

剃
呵
倒
釧
交
流
の
定
め
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家

事
審
判
若
し
く
は
家
事
調
停
の
申
立
て
を
す
る
た
め
に
申
鯖
に
係
る
子

と
同
居
し
て
い
る
巻
の
氏
名
を
必
要
と
す
る
申
餉
者
か
ら
当
該
氏
名
の

開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
肢
氏
弔
を
当
骸
申
論
者
に
開

示
す
る
と
き
。

二
申
鯖
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
第
二
十
九
条
腱
規
定
す
る
子
の
返
還
に

関
す
る
事
件
若
し
く
は
子
の
返
週
の
強
制
執
行
腱
係
る
事
件
が
係
属
し

て
い
る
鹸
判
所
又
は
申
鮒
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
了
と
の
画
割
引
司
釧
倒

刎
交
流
に
閲
す
る
事
件
若
し
く
は
子
と
の
呵
型
司
司
刎
凹
刺
交
流
の
強
制

執
行
に
係
る
事
件
が
係
属
し
て
い
る
裁
判
所
か
ら
、
そ
の
手
続
を
行
う

た
め
に
申
鯖
に
係
る
子
及
び
申
朋
に
係
る
子
と
同
居
し
て
い
る
者
の
住

所
又
は
居
所
の
砿
鱒
を
求
め
ら
れ
た
揖
合
に
拓
い
て
、
当
砿
住
所
又
は

居
所
を
こ
れ
ら
の
裁
判
所
に
開
示
す
る
と
き
．

三
（
同
上
）

条
一

52 51

！
鋪
十
六
条
日
本
国
内
槌
所
在
し
て
い
る
子
で
あ
っ
て
、
交
流
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
直
前
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は
地
域
が
条
約
締

約
図
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
酸
国
又
は
地
域
の
法
令
に
忍
づ
き
交
流

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
日
本
国
以
外
の
条
約
締
約
図
に
住
所
又
は
居

所
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
当
賊
子
と
の
交
流
が
妨
げ
ら
れ

（
合
意
に
よ
る
子
の
返
還
等
の
促
進
）

筋
九
条
外
務
大
臣
は
、
外
国
返
還
援
助
決
定
を
し
た
掛
合
臆
は
、
申
蘭
に

係
る
子
に
つ
い
て
子
の
返
週
又
は
申
鮒
者
と
の
交
流
を
申
鯛
者
及
び
申
鯛

に
係
る
子
を
監
隈
し
て
い
る
者
の
合
愈
に
よ
り
実
現
す
る
た
め
．
、
こ
れ
ら

の
者
の
間
の
鴎
蟻
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
描
画
を
と
る
こ
と
が
で

基
ご
ｘ
》
。

２
副
詞
創
調
割
劉
割
卿
呵
申
諭
（
以
下
４
副
割
制
圏
劉
馴
劉
鯏
判
酬
」
と
い
う

↑
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
外
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
範
し
た
申
鯖
魯
（
日
本
師
又
は
英
緬
に
よ
り
記
載
し

た
も
の
に
限
る
。
）
を
外
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

三
申
賄
に
係
る
子
と
の
交
流
を
妨
げ
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
者
の
氏
名

そ
の
他
当
峡
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

四
申
繍
者
が
申
耐
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
牡
く
な
る
直

前
に
中
鯖
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は
地
域
が
条
約
締

約
図
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
車
項

て
い
る
と
思
料
す
る
鳴
合
に
は
、
当
瞭
子
と
の
交
漉
を
実
現
す
る
た
め
の

援
助
（
以
下
『
則
判
画
刻
測
捌
醐
」
と
い
う
。
）
を
外
跨
大
臣
に
申
鯖
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
副
詞
副
詞
剥
閣
鋼
醐
判
矧
を
す
る
者
（
以
下
こ
の
款
腱
お
い
て
雨
綱

者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二
則
判
国
刻
調
測
醐
判
捌
に
お
い
て
交
流
を
求
め
ら
れ
て
い
る
子
（
以

下
こ
の
款
に
お
い
て
「
申
賄
に
係
る
子
』
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
生
年

月
日
及
び
住
所
又
は
居
所
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は

、
そ
の
旨
）
そ
の
他
申
館
に
係
る
子
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

、
次
に
掲
げ
る
措
砥
を
と
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

三
こ
の
法
仰
に
定
め
る
手
続
そ
の
他
子
の
返
還
又
は
子
と
の
交
流
の
実

現
に
関
連
す
る
日
本
国
の
法
令
に
離
づ
く
制
度
に
関
す
る
情
轍
の
申
舗

者
へ
の
提
供

第
三
節
子
と
の
交
流
に
関
す
る
援
助

割
…

Ｊ
副
詞
圃
詞
剴
到
劉
剛
岡
醐
判
剛
可

鋪
十
六
条
日
本
国
内
に
所
在
し
て
い
る
子
で
あ
っ
て
、
画
封
剰
呵
也
呵
交

淀
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
直
前
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は

地
域
が
条
約
締
約
国
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
麟
国
又
は
地
域
の
法
令

腱
韮
づ
き
両
封
到
刎
側
呵
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
日
本
国
以
外

の
条
約
締
約
国
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

（
合
意
に
よ
る
子
の
返
還
等
の
促
進
）

第
九
条
外
務
大
臣
は
、
外
国
返
週
援
助
決
定
を
し
た
場
合
に
は
、
申
鯖
に

係
る
子
に
つ
い
て
子
の
返
遍
又
は
申
鯖
者
と
の
討
剴
割
引
割
畑
呵
交
流
を
申

請
者
及
び
申
開
挺
係
る
子
を
監
唄
し
て
い
る
考
の
合
意
に
よ
り
実
現
す
る

た
め
、
こ
れ
ら
の
者
の
間
の
協
識
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
描
置
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
骸
子
と
の
祠
割
剃
副
刑
凹
呵
交
流
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
思
料
す
る
場
合

に
は
、
当
咳
子
と
の
呵
封
刊
呵
倒
呵
交
流
を
実
現
す
る
た
め
の
援
助
（
以

下
『
副
詞
圃
詞
劃
到
劉
朔
幽
醐
』
と
い
う
。
）
を
外
務
大
臣
に
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
２
副
刺
副
詞
劃
副
詞
墹
剰
渕
釧
申
鯛
（
以
下
４
副
詞
討
矧
剴
到
劉
四
瑚
醐
刺
酬

』
と
い
う
？
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
外
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
錆
書
（
日
本
語
又
は
英
箙
腱
よ

り
記
載
し
た
も
の
腿
限
る
。
）
を
外
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。一
副
村
図
画
封
剰
測
倒
明
判
矧
を
す
る
者
（
以
下
こ
の
舷
に
お
い
て
『

申
舗
者
』
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二
釧
調
圃
詞
別
ヨ
劉
朔
鋼
叫
刺
剛
に
お
い
て
詞
型
罰
可
卿
叫
呵
交
流
を
求
め

ら
れ
て
い
る
子
（
以
ド
こ
の
款
に
お
い
て
「
申
鯖
に
係
る
子
」
と
い
う

‐
）
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
又
は
居
所
（
こ
れ
ら
の
率
項
が
明

ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
そ
の
他
申
鯖
に
係
る
子
を
特
定
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項

三
申
鯖
腱
係
る
子
と
の
詞
別
割
引
馴
倒
刺
交
流
を
妨
げ
て
い
る
と
思
料
さ

れ
る
者
の
氏
名
そ
の
他
当
麟
考
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

四
申
餉
者
が
申
嫡
に
係
る
子
と
圃
封
判
別
則
叫
呵
交
流
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
直
前
に
申
餓
に
係
る
子
が
常
居
所
を
称
し
て
い
た
国
又
は

地
域
が
条
約
締
約
国
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項
．
次
に
掲
げ
る
描
匠
を
と
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二
（
同
上
）

三
こ
の
法
律
に
定
め
る
手
続
そ
の
他
子
の
返
還
又
は
子
と
の
詞
封
到
呵

制
刺
交
涜
の
実
現
に
関
連
す
る
日
本
国
の
法
令
に
基
弓
く
制
度
に
関
す

る
傭
蝿
の
申
鯖
者
へ
の
提
供

第
三
節
子
と
の
呵
封
司
呵
倒
瑚
交
流
槌
関
す
る
援
助

剃
引
鯛
副
詞
制
到
剥
到
劉
騨
蝿
醐
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副
コ
創
劉
劉
劉
瑚
醐
刺
酬
の
却
下
）

筋
十
八
条
外
務
大
臣
は
、
副
科
討
劉
劉
醐
到
醐
判
醐
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
餓
当
す
る
楊
合
に
は
、
当
砿
副
詞
討
劉
劉
醐
鋼
醐
叫
刑
を
却
下
す
る
‐

（
副
科
国
頚
測
捌
醐
の
決
定
及
び
通
知
）

露
十
七
条
外
跡
大
鹿
は
、
副
詞
討
劉
調
倒
閣
蝿
利
矧
が
あ
っ
た
掛
合
腱
は
、

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
却
下
す
る
場
合
及
び
節
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
咳
副
詞
制
到
劉
醐
鋼
醐
刺
州
に
係
る
書
頌
の
写
し
を
送

付
す
る
場
合
を
除
き
、
副
制
劃
圏
劉
醐
倒
醐
刺
決
定
（
以
下
副
●
科
画
剰
湖

倒
醐
渕
国
と
い
う
．
）
を
し
、
遅
滞
な
く
．
申
鮪
者
に
そ
の
旨
の
通
知

（
申
萌
者
が
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
Ｂ
本
国
以
外
の
条
約
締
約
国
の

２
外
務
大
臣
は
、
副
詞
創
罰
劉
蜘
捌
叫
渕
珂
を
し
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
、
抜
に
掲
げ
る
描
匝
を
と
る
も
の
と
す
る
‐

一
・
一
．
（
略
）

三
こ
の
法
律
に
定
め
る
手
続
そ
の
他
子
と
の
交
流
の
実
現
に
関
連
す
る

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
制
度
に
関
す
る
傭
棚
の
申
硝
考
へ
の
提
供

（
（
略
）

３
（
略
）

４
副
調
劇
調
剣
淵
鯏
卿
判
荊
は
、
日
本
国
以
外
の
条
約
締
約
国
の
中
央
当
局

を
経
由
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
今
こ
の
掛
合
に
お
い
て
、
申
謂
者
は
、

第
二
項
各
号
侭
掲
げ
る
事
項
を
記
戯
し
た
書
面
（
日
本
語
若
し
く
は
英
語

に
よ
り
配
載
し
た
も
の
又
は
日
本
関
若
し
く
は
英
晒
に
よ
る
翻
吹
文
を
添

付
し
た
も
の
に
限
る
．
）
及
び
前
項
に
規
定
す
る
書
顛
を
外
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
央
当
局
を
経
由
し
て
副
詞
討
圏
劉
四
倒
醐
判
調
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
醸
中
央
当
局
を
経
由
し
て
す
る
通
知
。
次
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五
（
略
〉

（
申
鯖
者
が
申
鯖
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
直

前
に
申
舗
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は
地
域
が
条
約
締

約
国
で
な
い
こ
と
。

七
申
舗
者
が
申
鮪
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
直

前
に
申
鯛
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
若
し
く
は
地
域
の
法

令
に
基
づ
き
申
納
者
が
申
鯖
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

五
申
舗
者
が
申
舗
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
直

前
に
申
鯖
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は
地
域
の
法
令
に

基
づ
き
申
鯖
者
が
申
納
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ

、
申
鯖
者
の
申
鮪
に
係
る
子
と
の
交
流
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
必
哩
な
事
項

（
創
副
謝
当
刺
劃
裂
馴
函
瑚
判
酬
の
却
下
）

第
十
八
条
外
務
大
臣
は
、
副
調
剤
罰
劇
到
劉
四
幽
明
判
酬
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
峡
当
す
る
場
合
に
は
、
当
腺
副
詞
圃
謂
剴
劃
調
倒
閣
羽
刺
酬
を
却

下
す
る
。

一
～
五
（
同
上
）

六
申
鯖
者
が
申
硝
梶
係
る
子
と
呵
封
到
刎
倒
呵
交
流
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
直
前
に
申
舗
腱
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は

地
域
が
条
約
締
約
国
で
な
い
こ
と
。

七
申
鯖
者
が
申
鯖
に
係
る
子
と
詞
劉
割
旬
呵
凹
呵
交
流
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
直
前
に
申
舗
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
若
し

く
は
地
城
の
法
令
に
基
づ
き
申
論
者
が
申
繭
に
係
る
子
と
圃
封
司
刎
制

へ
則
判
国
呵
封
珂
淘
倒
醐
の
決
定
及
び
通
知
）

第
十
七
条
外
務
大
臣
は
、
副
詞
国
圃
封
剰
測
倒
醐
判
訓
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
却
下
す
る
場
合
及
び
第
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
腋
副
詞
劇
詞
副
剃
劃
劉
剰
卿
判
捌
腱
係
る
笹
頓
の

写
し
を
送
付
す
る
梱
合
を
除
き
、
副
封
国
司
副
剃
剰
矧
剰
珂
到
決
定
（
以
下

「
副
制
制
割
剴
劃
劉
倒
函
醐
渕
刺
」
と
い
う
。
）
を
し
、
‐
遅
滞
な
く
、
申
鮪

者
に
そ
の
旨
の
通
知
（
申
鯖
者
が
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
国
以

五
申
鯖
者
が
申
鯖
に
係
る
子
と
圃
封
司
刺
湖
刺
交
流
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
直
前
に
申
鮪
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は

地
域
の
法
令
に
基
づ
き
申
鯖
者
が
申
鮪
に
係
る
子
と
画
“
割
句
呵
側
呵
交

流
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
申
剛
者
の
申
鯖
に
係
る
子
と
の
呵
封

判
制
剴
瑚
刺
交
流
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項

六
（
同
上
）

３
（
同
上
）

４
副
詞
副
詞
劉
到
劉
澗
鋼
醐
判
酬
は
．
日
本
国
以
外
の
条
約
締
約
国
の
中
央

当
局
を
経
由
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
っ
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
鵠
者

は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
亭
項
を
記
載
し
た
魯
面
（
日
本
冊
若
し
く
は

英
服
に
よ
り
記
載
し
た
も
の
又
は
日
本
語
若
し
く
は
英
踊
に
よ
る
翻
駅
文

を
添
付
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項
に
規
定
す
る
害
顛
を
外
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

外
の
条
約
締
約
国
の
中
央
当
局
を
経
由
し
て
副
詞
圃
詞
ヨ
ヨ
劉
剃
劉
瑚
刺
酬

を
し
た
掲
合
に
あ
っ
て
は
、
当
麟
中
央
当
局
を
経
由
し
て
す
る
通
知
。
吹

条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
外
務
大
臣
は
、
副
刺
副
ヨ
剴
到
劉
醐
凋
醐
渕
瑚
を
し
た
場
合
に
は
、
必
要

に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
描
圃
を
と
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二
（
同
上
）

三
こ
の
法
律
に
定
め
る
手
続
そ
の
他
子
と
の
詞
剴
割
句
呵
幽
呵
交
流
の
実

現
に
関
連
す
る
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
制
度
に
関
す
る
愉
銀
の
申
鯖

者
へ
の
提
供
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句
．
割
圏
劉
倒
鋼
瑚
腱
関
す
る
準
用
規
定
）

第
二
十
条
第
五
条
、
第
九
条
及
び
第
卜
条
の
規
定
は
、
外
務
大
臣
に
対
し

剛
制
制
圏
劉
劉
凹
醐
判
矧
が
あ
っ
た
塀
合
に
つ
い
て
通
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
五
条
第
四
噸
第
一
号
中
「
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
子

…
露
二
十
一
条
日
本
国
以
外
の
条
約
締
約
国
に
所
在
し
て
い
る
子
で
あ
っ
て

、
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
直
前
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国

又
は
地
域
が
条
約
締
約
国
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
麟
図
又
は
地
域
の

法
令
に
基
づ
き
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
日
本
国
内
に
住
所
又
は

居
所
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
当
麟
子
と
の
交
械
が
妨
げ
ら

れ
て
い
る
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
当
砿
子
と
の
交
流
を
実
現
す
る
た
め

の
損
助
（
以
下
「
州
圃
．
劉
劉
瑚
醐
』
と
い
う
。
）
を
外
務
大
臣
挺
申
鯖
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

副
到
剣
凶
剰
湖
矧
罰
馴
判
謝
に
係
る
書
類
の
写
し
の
条
約
締
約
図
の
中
央
当

局
〈
の
送
付
）

第
十
九
条
外
務
大
臣
は
、
申
鯖
に
係
る
子
が
日
本
国
以
外
の
条
約
締
約
国

挺
所
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
副
村
国
刻
湖

倒
瑚
判
酬
が
肋
粂
第
一
項
第
四
号
に
腋
当
し
な
い
と
き
は
、
塀
十
六
条
鱒

二
項
の
申
鮪
密
（
申
鯖
者
が
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
則
刺
罰
圏
劉
測
掴

醐
刺
酬
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
書
面
）
及
び
同
条

第
三
頃
に
規
定
す
る
杏
頌
の
写
し
を
当
肱
条
約
締
約
図
の
中
央
当
局
に
遅

滞
な
く
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

２
外
務
大
臣
は
、
削
項
の
規
定
に
よ
り
則
刺
討
圏
劉
朔
瑚
醐
判
剛
を
却
下
し

た
鯛
合
に
は
、
申
鮪
者
に
面
ら
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
の
通
知
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
返
還
の
申
立
て
又
は
子
と
の
交
流
の
定
め
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
そ
の

変
更
を
求
め
る
家
事
審
判
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
子
と
の
交
流
の
定

め
を
す
る
こ
と
又
は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家
事
審
判
又
は
』
と
．
同
項
第

二
号
中
『
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
若
し
く
は

子
の
返
運
の
強
制
執
行
に
係
る
事
件
が
係
属
し
て
い
る
餓
判
所
又
は
申
鮪

に
係
る
子
に
つ
い
て
の
子
と
の
交
流
に
関
す
る
事
件
若
し
く
は
」
と
あ
る

の
は
『
子
と
の
交
流
に
関
す
る
事
件
又
は
』
と
、
『
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る

の
は
「
当
峡
」
と
、
第
九
条
中
「
子
の
返
通
又
は
中
論
者
』
と
あ
る
の
は

「
申
謂
者
」
と
肢
み
替
え
る
も
の
と
す
る
噂

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
又
は
申
鮪
者
の
申
鮪
挺
係
る
子
と
の
交
流

が
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

：
…

Ｊ
刑
副
詞
副
詞
調
間
幽
瑚
刺
鯏
１

筋
二
十
一
条
日
本
国
以
外
の
条
約
締
約
国
に
所
在
し
て
い
る
子
で
あ
っ
て

、
祠
割
引
刺
瑚
刺
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
直
前
に
常
居
所
を

布
し
て
い
た
国
又
は
地
域
が
条
約
締
約
国
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
醸

国
又
は
地
域
の
法
令
挺
濫
づ
き
劃
剣
剃
副
矧
凹
馴
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
満
（
Ｒ
本
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
〉
は

、
当
咳
子
と
の
両
国
割
司
呵
倒
呵
交
流
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
思
料
す
る
場

合
に
は
、
当
肱
子
と
の
劃
封
引
酬
凹
刺
交
流
を
実
現
す
る
た
め
の
撹
助
（

以
下
「
州
副
詞
創
到
劉
醐
瑚
瑚
」
と
い
う
。
）
を
外
務
大
臣
に
申
調
す
る
こ

節
二
十
条
第
五
条
、
堀
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
外
務
大
臣
に
対
し

帥
副
詞
圏
呵
封
詞
劉
倒
測
醐
刺
刷
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
蛾
用
す
る
。
こ
の

湯
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
四
頂
第
一
号
中
『
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ

司
副
謝
型
馴
封
到
測
制
鯏
醐
判
矧
腱
係
る
書
顛
の
写
し
の
条
約
締
約
国
の
中

央
当
局
へ
の
送
付
）

第
十
九
条
外
務
大
臣
は
、
申
脇
に
係
る
子
が
日
本
国
以
外
の
条
約
締
約
国

に
所
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
が
で
あ
る
掲
合
槌
お
い
て
、
副
制
剖
凶
呵
封

刻
瑚
倒
醐
刺
闘
が
前
条
擁
一
項
第
四
号
に
骸
当
し
な
い
と
き
は
、
第
十
六

条
第
二
項
の
申
鯖
書
（
申
鮪
者
が
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
副
村
討
当
叫

封
矧
剥
閣
四
醐
刺
耐
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
書
面
）

及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
替
類
の
写
し
を
当
麟
条
約
締
約
国
の
中
央

当
局
に
遅
滞
な
く
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

の
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
又
は
申
蘭

希
の
申
開
に
係
る
子
と
の
圃
封
副
副
罰
凹
酬
交
流
が
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

２
外
購
大
臣
は
、
肋
項
の
規
定
に
よ
り
則
刺
圃
調
剴
割
劉
醐
鋼
醐
刺
荊
を
却

下
し
た
場
合
に
は
、
申
綱
者
に
直
ち
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
の
通
知
を

し
な
肺
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
子
の
返
通
の
申
立
て
又
は
子
と
の
面
封
司
刺
幽
刺
交
流
の
定
め
を
す
る

こ
と
若
し
く
は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家
事
審
判
若
し
く
は
』
と
あ
る
の
は

『
子
と
の
圃
封
司
叫
叫
呵
交
流
の
定
め
を
す
る
》
』
と
又
は
そ
の
変
更
を
求

め
る
家
事
審
判
又
は
」
と
、
同
項
輔
二
号
中
「
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る

子
の
返
還
に
閲
す
る
事
件
若
し
く
は
子
の
返
還
の
強
制
軌
行
に
係
る
事
件

が
係
属
し
て
い
る
裁
判
所
又
は
申
鏑
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
子
と
の
画
封

割
剣
凹
呵
交
流
に
関
す
る
事
件
若
し
く
健
と
あ
る
の
は
「
子
と
の
面
封

剥
叫
叫
叫
交
流
に
関
す
る
事
件
又
は
」
と
、
『
こ
れ
ら
２
と
あ
る
の
は

『
当
腺
」
と
、
第
九
条
中
『
子
の
返
週
又
は
申
鯛
者
」
と
あ
る
の
は
『
申

請
肴
』
と
醜
み
替
え
る
も
の
と
す
る
．

司
剃
割
当
叫
封
剣
詞
倒
瑚
に
関
す
る
砿
用
規
定
）

：
…
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（
拙
劃
圏
劉
観
蝿
醐
叫
刑
に
係
る
書
類
の
写
し
の
条
約
締
約
国
の
中
央
当
局

へ
の
送
付
）

第
二
十
四
条
外
務
大
臣
は
、
州
圃
刻
測
劉
明
淵
悶
を
し
た
場
合
に
は
、
第

二
十
一
条
第
二
頃
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
の
申
調
書
及
び

和
到
劉
劉
泗
倒
瑚
判
捌
の
却
下
）

鋪
二
十
三
条
外
務
大
臣
は
、
州
割
圏
劉
剃
幽
明
刺
剛
洲
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
獅
合
に
は
、
当
砿
州
回
到
測
捌
醐
判
酬
劉
却
下
す
る
．

へ
州
国
珂
剥
倒
醐
の
決
定
及
び
通
知
）

蹄
二
十
二
条
外
務
大
臣
は
、
州
圃
圏
劉
醐
函
洲
判
荊
が
あ
っ
た
柵
合
に
は
、

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
却
下
す
る
場
合
を
除
き
、
州
国
刻
湖

倒
醐
刺
決
定
風
下
烈
圃
当
劉
朔
鋼
醐
渕
間
」
と
い
う
．
）
を
し
、
遅
滞

な
く
、
州
『
圏
劉
卿
瑚
醐
判
捌
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
歌
挺
お
い
て
『
申
舗

者
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
外
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
州
圃
制
銅
謝
函
醐
判
副
を
却
下
し
た

場
合
に
は
、
申
鯛
者
に
直
ち
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
外
務
大
臣
は
、
州
副
刺
剰
淵
剰
卿
渕
画
を
し
た
場
合
に
は
、
第
二
十
四
条

に
規
定
す
る
描
圃
を
と
る
も
の
と
す
る
．

３
外
務
大
臣
は
、
州
副
刻
洞
掴
醐
渦
画
を
し
た
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
柑
侭
を
と
る
も
の
と
す

壱
《
》
。一

・
二
（
略
）

２
第
卜
六
条
堀
‐
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
川
副
ヨ
ョ
刺
倒
叫
呵
申
鯖
（

以
下
「
州
討
圏
劉
四
鋼
醐
判
捌
』
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
州
圃
詞
謝
劉
剰
羽
判
矧
に
お
い
て
交
流
を
求
め
ら
れ
て
い
る
子
（
以
下

こ
の
肱
に
お
い
て
「
申
萌
に
係
る
子
」
と
い
う
。
）
が
十
六
歳
に
達
し

て
い
る
こ
と
。

二
～
五
（
略
〉

六
申
脇
者
が
申
鮪
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
直

前
に
申
錆
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は
地
域
が
条
約
締

約
図
で
厳
い
こ
と
。

七
中
断
者
が
申
餉
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
直

航
に
申
舗
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
若
し
く
は
地
域
の
法

令
に
基
づ
き
中
鮪
者
が
申
鯖
に
係
る
子
と
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
又
は
申
納
者
の
申
鯖
に
係
る
子
と
の
交
流

が
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

愈
到
圏
劉
到
劉
醐
瑚
叫
判
矧
に
係
る
啓
頑
の
写
し
の
条
約
締
約
国
の
中
央

当
局
へ
の
送
付
）

第
二
十
四
条
外
務
大
臣
は
、
州
鄙
劇
画
封
刺
劉
鯛
砲
酬
剥
咽
画
を
し
た
掲
合
に
は

、
第
二
十
一
桑
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
鋪
十
六
条
第
二
項
の
申
鮪
書

魚
到
到
劉
劃
劃
倒
瑚
醐
判
矧
の
却
下
）

第
二
十
三
条
外
務
大
臣
は
、
州
回
詞
剴
劃
劉
四
凋
醐
判
剰
洲
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
峡
当
す
る
場
合
に
は
、
当
腋
州
刺
割
剴
到
劉
馴
飼
醐
判
荊
剖
却
下

す
る
。

一
州
画
調
剴
到
劉
倒
瑚
醐
判
矧
に
お
い
て
詞
剴
引
司
刎
凹
呵
交
流
を
求
め
ら

れ
て
い
る
子
（
以
下
こ
の
紋
に
お
い
て
『
申
鯖
に
係
る
子
』
と
い
う
。

〉
が
十
六
銀
に
達
し
て
い
る
こ
と
。

二
～
五
（
同
上
）

六
申
鯖
者
が
申
舗
に
係
る
子
と
祠
劉
割
句
呵
倒
刎
交
流
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
直
航
に
申
鯆
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
又
は

地
域
が
条
約
締
約
国
で
な
い
こ
と
。

七
申
舗
者
が
申
鯖
に
係
る
子
と
圃
封
召
釧
側
剛
交
流
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
直
前
に
申
蘭
に
係
る
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
若
し

く
は
地
域
の
法
令
腱
篭
づ
き
申
論
者
が
申
繭
に
係
る
子
と
呵
封
到
刎
楜

酬
交
概
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
閲
ら
か
で
あ
り
、
又
は
申
開

者
の
申
胴
に
係
る
子
と
の
討
剴
罰
口
呵
倒
咽
交
流
が
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

２
外
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
州
副
割
当
劃
劉
醐
瑚
吻
判
捌
を
却
下

し
た
場
合
に
は
、
申
諮
者
に
血
ち
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

和
副
閏
呵
封
刻
淘
捌
醐
の
決
定
及
び
通
知
）

第
二
十
二
条
外
務
大
臣
は
、
州
画
面
封
鋼
淘
倒
醐
刺
訓
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
次
条
輔
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
却
下
す
る
暢
合
を
除
き
、
州
●
図

画
封
剰
割
幽
矧
醐
刎
決
定
（
以
下
『
州
圃
ヨ
剴
到
劉
四
函
醐
渕
圃
」
と
い
う
。

）
を
し
、
遅
滞
な
く
、
刑
罰
割
別
到
捌
測
幽
明
刺
醐
を
し
た
者
（
以
下
こ
の

款
に
お
い
て
「
申
舗
者
」
と
い
う
。
）
腱
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
外
務
大
臣
は
、
州
副
割
剴
到
劉
瑚
到
醐
渕
圃
を
し
た
場
合
に
は
、
第
二
十

四
条
に
規
定
す
る
措
厘
を
と
る
も
の
と
す
る
。

３
外
務
大
臣
は
、
州
副
詞
劉
到
劉
劉
倒
醐
渕
司
を
し
た
場
合
に
は
、
前
項
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
や
必
要
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
囲
を
と
る
も
の

と
す
る
．

一
・
二
（
同
上
）

と
が
で
き
る
。

２
第
十
六
条
第
『
項
及
び
飾
三
項
の
規
定
は
、
州
副
詞
劉
劃
刻
卿
罰
醐
刎
申

論
（
以
下
『
州
副
詞
剥
到
劉
靭
園
醐
判
矧
」
と
い
う
．
）
に
つ
い
て
鋪
用
す

》
〈
〉
ゅ
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（
総
合
法
律
支
援
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

錦
百
五
’
三
条
条
約
締
約
国
の
国
民
又
は
条
約
締
約
国
に
鱗
居
所
を
有
す

（
記
録
の
閲
覧
等
の
特
則
）

節
百
四
’
九
条
子
と
の
交
流
の
定
め
を
す
る
こ
と
又
は
そ
の
変
更
を
求
め

る
家
亭
審
判
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
配
録
巾
に
住
所
等
表
示
部
分
が
あ

る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
砿
住
所
等
表
示
部
分
に
つ
い
て
は
、
家
事

事
件
手
続
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
腱
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
申
立

て
に
係
る
許
可
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
二
条
第
四
項

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
砿
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
子
と
の
交
流
に
つ
い
て
定
め
、
又
は
そ
の
喪
更
に
つ
い
て
定
め
る
審
判

書
又
は
飼
停
田
魯
の
正
本
に
基
づ
く
強
制
執
行
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の

肥
録
中
に
第
五
条
鱒
四
項
（
露
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
腱

よ
り
外
務
大
臣
か
ら
提
供
を
受
け
た
傭
報
が
肥
戦
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
談
事
件
の
記
録
の
閲
覧
、
脳
写
若
し
く
は

複
製
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
当
狭
事
件
に
閲
す

る
事
項
の
証
明
囚
の
交
付
の
鯖
求
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
二
条
の
規
定
を

準
用
す
る
。

（
管
館
の
特
則
）

筋
百
四
’
八
条
外
国
返
還
援
助
決
定
若
し
く
は
副
詞
圃
到
凋
捌
醐
渕
詞
を

受
け
た
巻
又
は
子
の
返
還
の
申
立
て
を
し
た
者
が
、
子
と
の
交
流
の
定
め

を
す
る
こ
と
又
は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家
事
審
判
又
は
家
事
調
停
の
申
立

て
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
に
は
、
当
雛
各
号

腱
定
め
る
家
庭
裁
判
所
に
も
、
こ
れ
ら
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

和
縄
劇
珂
湖
側
醐
に
閲
す
る
鋸
用
規
定
）

第
二
十
五
条
第
十
五
条
の
規
定
は
、
外
務
大
臣
に
対
し
州
観
圏
劉
醐
函
醐
刺

鯖
が
あ
っ
た
鳩
合
に
つ
い
て
鑓
用
十
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
中
『
日
本
国
へ
の
子
の
返
通
」
と
あ
る
の
は
「
申
開
腱
係
る
子
に
つ

い
て
の
子
と
の
交
流
」
と
、
「
当
峡
子
の
返
週
に
係
る
子
」
と
あ
る
の
は

「
申
舗
に
係
る
子
』
と
陳
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

Ｚ
（
略
）

２
（
略
）

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
額
の
写
し
を
申
納
に
係
る
子
が
所
在
し
て
い

る
条
約
締
約
国
の
中
央
当
局
に
遅
滞
な
く
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
制
剖
酬
交
流
に
つ
い
て
の
家
事
審
判
及
び
家
事
餌
停
の

手
続
群
に
閲
す
る
特
則

（
総
合
法
律
支
損
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
百
五
十
三
条
条
約
締
約
画
の
国
民
又
は
条
約
締
約
国
に
常
居
所
を
有
す

（
記
録
の
閲
覧
弊
の
特
則
）

第
百
四
十
九
条
子
と
の
呵
封
矧
呵
倒
刺
交
流
の
定
め
を
す
る
こ
と
又
は
そ

の
変
更
を
求
め
る
家
亭
審
判
の
申
立
て
に
係
る
本
件
の
記
録
中
に
住
所
等

表
示
部
分
が
あ
る
娼
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
咳
住
所
等
表
示
部
分
に
つ

い
て
は
、
家
事
事
件
手
統
法
第
四
十
七
条
擁
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
同
項
の
申
立
て
に
係
る
許
可
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
じ
．
第
六

十
二
条
鰯
四
項
各
号
に
掲
げ
る
期
合
の
い
ず
れ
か
に
腋
当
す
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
子
と
の
討
剴
割
剣
釧
叫
刺
交
流
に
つ
い
て
定
め
、
又
は
そ
の
変
更
に
つ
い

て
定
め
る
審
判
害
又
は
飼
停
閏
書
の
正
本
に
基
イ
く
強
制
執
行
の
申
立
て

に
係
る
事
件
の
妃
録
中
に
第
五
条
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
に
よ
り
外
務
大
臣
か
ら
提
供
を
受
け
た
梢
雑
が
配
載
さ
れ
、

又
は
配
録
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
鯛
合
に
は
、
当
腋
事
件
の
記
録
の
閲
覧
、

騰
写
若
し
く
は
複
製
、
そ
の
正
本
．
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
当

峡
事
件
に
間
す
る
事
項
の
鉦
明
書
の
交
付
の
舗
求
に
つ
い
て
は
、
筋
六
十

二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
管
幡
の
特
則
）

第
百
四
十
八
条
外
国
返
還
援
助
決
定
若
し
く
は
則
村
囲
詞
剴
劃
劉
凹
鋼
醐
渕

薗
を
受
け
た
者
又
は
子
の
返
還
の
申
立
て
を
し
た
者
が
、
子
と
の
面
封
劉

刎
叫
叫
交
流
の
定
め
を
す
る
こ
と
又
は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家
事
審
判
又

は
家
事
岡
停
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

き
に
は
、
当
隙
各
号
に
定
め
る
家
庭
戟
判
所
に
も
．
こ
れ
ら
の
申
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

へ
州
国
呵
封
到
嗣
捌
醐
に
閲
す
る
準
用
規
定
）

第
二
十
五
条
第
十
五
条
の
規
定
は
、
外
務
大
臣
に
対
Ｌ
州
圃
謂
別
到
調
閥
蝿

醐
刺
酬
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
一
項
中
「
日
本
国
へ
の
子
の
返
還
」
と
あ
る
の
は
「
申
論
に
係
る
子

に
つ
い
て
の
子
と
の
圃
型
引
句
刺
凹
刎
交
流
」
と
、
『
当
餓
子
の
返
通
に
係

る
子
』
と
あ
る
の
は
「
申
鯖
に
係
る
子
』
と
醜
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二
（
同
上
）

２
（
同
上
）

及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
を
申
舗
に
係
る
子
が
所
在
し

て
い
る
条
約
締
約
図
の
中
央
当
局
に
遅
滞
な
く
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
●

２
（
同
上
）第

二
節
珂
封
刊
呵
叫
刎
交
流
に
つ
い
て
の
家
事
審
判
及
び
家
事

脚
停
の
手
続
淳
に
閲
す
る
特
則

62 61



十
二
民
事
腓
鮭
陸
等
の
一
部
を
改
止
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

る
将
（
日
本
国
民
又
は
我
が
国
に
住
所
を
和
し
適
桂
挺
在
御
す
る
肴
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
連
れ
去
り
又
は
留
圏
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
子
の
返

運
、
子
と
の
交
流
そ
の
他
条
約
の
適
用
に
関
係
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
民

事
殿
判
導
手
綾
（
我
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
民
中
車
件
、
家
事
事
件
又

は
行
政
事
件
に
関
す
る
手
続
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
も
の
は
、
当
肱
事

項
に
関
す
る
限
り
、
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号

）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国

民
等
と
み
な
す
。

る
肴
（
Ｒ
本
国
民
又
は
我
が
画
に
住
所
を
有
し
適
払
爬
在
伍
す
る
者
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
連
れ
去
り
又
は
葡
匝
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
子
の
返

還
、
子
と
の
画
封
制
呵
倒
呵
交
流
そ
の
他
条
約
の
適
用
に
関
係
の
あ
る
事

項
に
つ
い
て
民
事
裁
判
等
手
続
（
我
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
事
件

、
家
事
事
件
又
は
行
政
事
件
に
閲
す
る
手
続
を
い
う
。
〉
を
利
用
す
る
も

の
は
、
当
麟
事
項
に
間
す
る
限
り
、
紀
合
法
律
支
擾
法
（
平
成
十
六
年
法

律
第
七
十
四
号
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
国
民
等
と
み
な
す
。

6364

十
三
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
傭
轍
通
侭
技
術
の
活
用
群
の
推
進
を
回
る
た
め
の
関
係
怯
祢
の
駐
悩
に
関
す
る
妹
律
（
令
和
五
年
肱
祢
筏
五
十
三
号
）
（

附
則
鋪
十
五
条
関
係
）

第
八
十
八
条
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

＃
へ

略
一

又
は
旺
磁
的
記
録
』
を
加
え
る
．

筋
二
百
九
条
第
一
項
中
「
輔
十
七
条
』
を
「
第
十
七
条
輔
一
項
の
規
定

、
岡
条
筋
二
噸
腱
お
い
て
申
用
す
る
民
事
翫
舩
法
穂
九
十
一
条
第
阿
項
の

規
定
並
び
に
第
十
七
条
の
二
鰯
一
項
か
ら
鰯
三
項
ま
で
及
び
節
十
七
条
の

三
』
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
『
文
白
』
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
』

を
加
え
、
同
条
鋼
二
項
中
『
第
十
七
条
」
を
『
輔
十
七
条
蕊
一
項
の
規
定

、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
申
用
す
る
侭
車
誹
舩
法
第
九
十
一
条
第
岡
項
の

規
定
並
び
腱
第
十
七
条
の
二
第
一
唖
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
節
十
七
象
の

三
』
に
劃
制
１
創
劉
渕
州
ヨ
副
剥
１
．
剥
珂
可
刎
制
側
引
訓
判
刷
刺
劇
副
剖
濁
酬
引

剖
刎
刈
到
．

（
略
）

う
に
改
正
す
る
。
一
う
に
改
正
す
る
。

）
」
Ｐ
卜

き
又
は
第
百
八
十
一
条
第
一
項
誌
二
号
イ
若
し
く
は
口
、
第
二
項
若
し
く

は
第
三
項
に
規
定
す
る
文
書
若
し
く
は
駐
磁
的
記
録
が
提
出
さ
れ
た
と
き

（
略
）
｜
（
同
上
｝

（
略
）
｜
（
同
上
）

中
「
文
書
』
の
下
に
「

跡
八
十
八
条
民
事
所
詮
費
用
弊
に
開
す
る
挫
律
（
昭
和
四
十
六
年
怯
律
第

四
十
号
）
の
一
郎
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
同
上
）

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
腱
改
め
る
。

（
同
上
）

剰
引
ヨ
引
回
剰
剰
斗
側
中
『
文
召
』
の
下
に
『
又
は
愈
磁
的
記
録
」
を
加

え
る
。第

二
百
九
粂
境
一
項
中
一
輔
十
七
条
』
を
『
第
十
七
条
鰯
一
項
の
規
定

、
間
条
鰯
二
項
に
お
い
て
顕
用
す
る
民
事
訴
離
法
第
九
十
一
条
爾
四
域
の

規
定
並
び
に
第
十
七
粂
の
二
第
一
頃
か
ら
第
三
頃
ま
で
及
び
銅
十
七
条
の

三
』
胆
改
め
、
同
頃
輔
二
号
中
一
文
召
』
の
下
に
『
又
は
怠
騨
的
配
鰍
』

を
加
え
、
同
条
舗
二
項
中
『
第
十
七
条
』
を
『
蕊
十
七
条
第
一
項
の
肌
定

、
同
粂
篤
二
項
に
お
い
て
串
用
す
る
民
事
訴
鮫
挫
鋪
九
十
一
条
節
四
項
の

岨
定
並
び
に
第
十
七
条
の
二
露
一
頃
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
十
上
条
の

三
』
に
割
瑚
剃
訓
訓
。

き
又
は
第
百
八
十
一
桑
第
一
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
口
、
第
二
項
若
し
く

は
第
三
項
に
規
定
す
る
文
書
若
し
く
は
危
磁
的
記
録
が
提
出
さ
れ
た
と
き

）
」
侭
剖
渕
割
引
。

（
同
上
）

6566

第
七
条
家
事
事
件
手
続
注
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

へ

略
宅一

中
『
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
及
び
」
の
下

に
『
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、
『
第
三
百
六
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
害

」
を
『
第
二
百
六
十
一
条
第
四
頓
』
に
改
め
、
「
手
腕
の
期
日
』
と
」
の

下
に
『
、
『
敏
子
閃
冑
」
と
あ
る
の
は
「
調
魯
』
と
、
『
肥
鰍
し
な
け
れ

ば
」
と
あ
る
の
は
一
記
戟
し
な
け
れ
ば
』
と
」
を
加
え
る
。

へ

略
曾

改
正
案

節
七
条
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
同
上
）

中
『
節
二
百
六
十
一
条
第
三
項
及
び
』
の
下

に
『
朔
四
項
並
び
に
』
を
加
え
、
『
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
密

」
を
『
第
二
百
六
十
一
条
罰
四
項
」
に
改
め
、
『
手
続
の
期
日
」
と
」
の

下
胆
「
、
『
電
子
閃
書
」
と
あ
る
の
は
「
関
魯
」
と
、
「
記
録
し
な
け
れ

ば
』
と
あ
る
の
は
『
配
畝
し
な
け
れ
ば
』
と
』
を
加
え
る
。

（
同
上
）

現
行

改
正
案

現

行



垢
三
百
二
十
六
条
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
十
る
。

（
略
）

第
百
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
電
子
函
杏
の
作
成
）
」
に
改
め
、
同
条

別
安
魂
一
（
略
）

へ

略
背

一
一
一
一
一
一

副
写
γ
配
‐
剤
ｄ
『
Ｉ
型
且
■

臼
四
の
項
、
百 の zB

mT0

四 エ
カ

【訂 ノ

合に理

第
三
百
二
十
六
条
家
事
事
件
手
鏡
諺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
同
上
）

第
百
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
孟
子
扇
書
の
作
成
）
」
に
改
め
、
同
条

別
喪
筑
一
（
同
上
）

（
同
上
）

匹
の
咽
‐
三
十
八
㈹
、

四
十
四
の
唄
、
五
十
言

鵬
α
咽
ま
Ｔ

百
四
力
、

１
１
す
り
刃
ヨ
ノ
ー

楓
、
六
十
六
の
項
、

の
項
、
七
十
九
の
項

十
二
の
項
、
八
十
四

6＃ 67

関
す
る
経
過
描
画
）

第
三
百
四
十
四
条
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
、
子
の
返
還
の
強
制
執
行
に

係
る
事
件
及
び
子
と
の
交
滝
の
強
制
軌
行
に
係
る
事
件
（
次
条
に
お
い
て

『
子
の
返
運
等
に
関
す
る
事
件
」
と
い
う
．
）
で
あ
っ
て
施
行
日
仙
に
開

始
さ
れ
た
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
い
で
す
る
裁
判
書
の
正

本
．
腺
本
又
は
抄
本
の
交
付
の
鮪
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

マ
（
》
● （

申
立
て
の
取
下
げ
が
口
頭
で
さ
れ
た
場
合
腱
お
け
る
期
日
の
廼
子
関
魯

の
記
録
に
関
す
る
経
過
措
圃
）

第
三
百
三
十
九
条
（
略
）

２
改
正
後
家
事
車
件
手
続
法
剰
ゴ
剥
引
判
刻
．
鯛
荊
叫
側
に
お
い
て
蟻
用
す

る
民
事
所
舩
怯
誘
二
百
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開

始
さ
れ
る
家
事
個
停
事
件
に
お
け
る
申
立
て
の
取
下
げ
が
口
頭
で
さ
れ
た

喝
合
腱
お
け
る
期
日
の
愈
子
刷
書
の
記
録
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
間
姑
さ
れ
た
家
事
団
停
事
件
梶
お
け
る
申
立
て
の
取
下
げ
が
口
頭
で
さ

れ
た
掲
合
に
お
〃
る
期
日
の
飼
書
の
配
戦
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

訓
剥
朝
Ｉ

（
略
）

圃
到
ゴ
司
倒
判
剖
劃
詞
珂
凹
刺
中
「
、
「
矼
子
閃
書
」
と
あ
る
の
は
『
飼
書

」
と
、
「
妃
録
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
記
舷
し
な
け
れ
ば
」
と
」

を
削
る
。

（
略
）

第
一
頃
中
『
閥
ａ
」
を
『
最
蘭
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
腱
よ
り

危
子
画
魯
」
に
改
め
る
。

（
飲
判
所
の
肝
可
を
得
な
い
で
す
る
般
判
書
の
正
本
聯
の
交
付
の
胸
求
に

間
す
る
経
過
推
極
）

第
三
百
四
十
四
象
子
の
返
還
腱
関
す
る
事
件
．
子
の
返
還
の
強
制
執
行
に

係
る
事
件
及
び
子
と
の
面
封
到
呵
倒
呵
交
掩
の
強
制
軌
行
に
係
る
事
件
（

次
条
に
お
い
て
一
子
の
返
運
等
に
関
す
る
事
件
』
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て

施
行
日
岫
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
お
け
る
戟
判
所
の
鮮
可
を
得
な
い
で
す

る
紋
判
香
の
正
本
、
騒
本
又
は
抄
本
の
交
付
の
鯆
求
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
申
立
て
の
取
下
げ
が
口
酬
で
さ
れ
た
唱
合
に
お
け
る
期
日
の
電
子
隅
書

の
配
録
に
関
す
る
経
過
桁
匠
）

第
三
百
三
十
九
条
（
同
上
）

２
改
正
後
京
事
事
件
手
暁
法
剰
ゴ
当
引
ｕ
Ｈ
．
網
期
ヨ
側
に
お
い
て
鑓
川
す

る
民
事
訴
陸
怯
第
二
百
六
十
一
条
輔
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
掻
に
開

始
さ
れ
る
軍
事
項
停
事
件
に
お
け
る
申
立
て
の
取
下
げ
が
口
頭
で
さ
れ
た

掲
合
に
お
け
る
期
旧
の
逗
子
閃
書
の
紀
録
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
開
姑
さ
れ
た
家
事
画
停
事
件
梶
お
け
る
申
立
て
の
取
卜
げ
が
口
醜
で
さ

れ
た
掛
合
に
お
〃
る
期
日
の
田
魯
の
紀
敏
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
航
の
例

に
よ
る
◇

第
一
項
中
『
国
四
一
を
『
最
高
戟
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

駐
子
関
召
」
に
改
め
る
。

（
斬
般
）

（
同
上
）

剰
訓
ヨ
副
ｑ
Ｈ
ヨ
剥
剰
４
列
中
【
、
「
敏
子
項
客
」
と
あ
る
の
は
「
飼
書

」
と
、
「
配
録
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
紀
較
し
な
け
れ
ば
」
と
」

を
削
る
Ｇ

（
同
上
）

（
戯
判
所
の
駐
可
を
得
な
い
で
す
る
紋
判
書
の
箙
本
静
の
交
付
の
胴
求
に
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へ

略
一

三
四
～
五
二
（
略
）

一
七
～
三
二
（
略
）

一
一
ハ

民
事
軌
行
法
第
二
百
五
条

露
一
項
、
第
二
百
六
条
第

項

，
又

は
第
二
百
七
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
申
立
て

二
千
三
百
円
（
愈
子
愉
組

処
理
組
繊
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
る
申
立
て
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千

二
百
円
）
。
た
だ
し
、
憎

報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
る

べ
き
者
の
数
が
二
以
上
の

鳩
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

敵
か
ら
一
を
減
じ
た
散
に

九
百
円
を
采
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額

一
～
’
五
（
略
）

喰
一
上
楓
一
下
掴

（
同
上
）

三
四
～
五
二
（
同
上
）

一
七
～
三
二
（
同
上
）

一
一
ハ

民
事
航
行
桂
第
‐
一
百
五
条

第
一
項
、
鋪
二
百
六
条
第

一
項
又
は
鋪
二
百
七
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
申
立
て

二
千
三
百
円
（
敏
子
愉
翰

処
理
組
職
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
る
申
立
て
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千

二
百
円
）
。
た
だ
し
、
燗

報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
る

べ
き
者
の
散
が
二
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

数
か
ら
一
を
城
じ
た
散
に

九
百
円
を
采
じ
て
抑
た
額

を
加
算
し
た
額

一
～
二
立
（
同
上
）

項
一
上
掴
一
下
欄


